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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 57,399 55,724 51,713 113,418 108,838

経常利益 (百万円) 6,684 5,501 3,853 12,054 11,272

中間(当期)純利益 (百万円) 78 2,091 3,481 1,899 4,690

純資産額 (百万円) 65,123 81,171 108,102 62,466 101,578

総資産額 (百万円) 216,146 213,569 237,708 212,929 229,964

１株当たり純資産額 (円) 555.98 539.78 611.12 532.94 588.71

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 0.67 17.85 25.03 15.86 37.45

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 30.1 29.6 37.2 29.3 34.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,355 6,112 3,482 10,629 5,620

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △718 △1,111 △6,607 △4,393 △13,200

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,776 △2,289 5,872 △5,428 14,514

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 26,131 25,811 32,829 23,112 30,055

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用 
人員)

(名)

(名)

1,047

(499)

1,019

(509)

996

(542)

1,036

(501)

989

(498)



(2) 提出会社の経営指標等 
  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がなく、また第83期中間会計期間につい

ては１株当たり中間純損失となったため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 33,371 34,180 28,449 66,322 64,528

経常利益 (百万円) 2,846 2,139 2,115 5,379 5,216

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) △365 1,032 3,137 869 3,058

資本金 
(発行済株式総数)

(百万円) 
(株)

11,707
(147,689,096)

11,707
(147,689,096)

11,707
(147,689,096)

11,707
(147,689,096)

11,707
(147,689,096)

純資産額 (百万円) 34,623 30,789 42,994 30,728 38,318

総資産額 (百万円) 138,373 135,587 154,461 135,782 148,003

１株当たり純資産額 (円) 234.53 208.58 291.41 208.15 269.77

１株当たり中間 
(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(円) △2.47 6.99 21.67 5.89 21.11

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 2.5 2.5 3 5 5.5

自己資本比率 (％) 25.0 22.7 27.8 22.6 25.9

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用 
人員)

(名)

(名)

318

(15)

316

(16)

318

(7)

311

(15)

310

(12)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 事業の種類別セグメントにおける従業員数 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 役員、嘱託及び契約者等は含まれておりません。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 役員、嘱託及び契約者等は含まれておりません。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合には東映新労働組合連合（組合員数５名）と統一東映労働組合（組合員数47名）が存

在しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

映像関連事業 790(492)

観光不動産事業 104( 45)

その他事業  31(  2)

全社(共通) 71(  3)

合計 996(542)

従業員数(名) 318( 7)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、これまで景気を牽引してきた設備投資にやや弱さが見ら

れたものの、雇用情勢の改善が続き、全体として回復基調で推移しました。しかし、一方では、原油・

素材価格の動向、米国経済の減速懸念など先行きへの不透明感から、消費者の選別志向が依然として強

く、当社グループの事業環境は厳しい情勢下にありました。  

 このような状況のなかで当社グループは、映像関連事業におきましては映画製作配給業・ビデオ事

業・テレビ事業の映像３部門の連携強化、映像版権事業・催事事業の積極展開等により収益の拡大をは

かるとともに、観光不動産事業、その他事業の各部門におきましても厳しい事業環境に対応して堅実な

営業施策の遂行に努めました。その結果、売上高は517億１千３百万円（前年同期比7.2％減）、営業利

益は35億４千５百万円（前年同期比31.4％減）、経常利益は38億５千３百万円（前年同期比30.0％減）

となり、また特別利益として固定資産売却益等62億２千８百万円を、特別損失として減損損失等27億４

千８百万円を計上いたしまして、中間純利益は34億８千１百万円（前年同期比66.5％増）となりまし

た。  

 次に各セグメント別の概況をご報告申し上げます。  

① 映像関連事業部門  

映画製作配給業は、「俺は、君のためにこそ死ににいく」「憑神」「劇場版 仮面ライダー電王 

俺、誕生！」「電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー ネイネイ！ホウホウ！香港大決戦」「包帯クラブ」 

等の８本を提携製作し、これに他社作品 「劇場版 ＣＬＡＮＮＡＤ －クラナド－」 「Watch with 

Me ～卒業写真～」「Ｍａｙｕ －ココロの星－」を加えた計11本を配給いたしました。このうち 

「劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生！」「電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー ネイネイ！ホウホウ！

香港大決戦」 が好稼働し、「俺は、君のためにこそ死ににいく」「憑神」 も堅調でしたが、その他

の作品は低調な成績に終わりました。  

 ビデオ事業は、東映ビデオ㈱、東映アニメーション㈱との連携を密にして、劇場用映画のビデオ作

品を主力として販売促進に努める一方、ＤＶＤ市場に対応してＤＶＤ用ライブラリー作品の拡充をは

かり、当中間連結会計期間はＤＶＤソフト223作品、テープソフト６作品を発売いたしました。その

結果、大型のＤＶＤ－ＢＯＸ商品などがあった前年同期には及びませんでしたが、「大奥」 など劇

場用映画のビデオ販売が堅調でした。  

 テレビ事業は、作品内容の充実と受注本数の確保に努め、60分もの「水戸黄門」「警視庁捜査一課

９係」など、30分もの「仮面ライダー電王」「ワンピース」など、さらにワイド・スペシャルものな

ど数多くの作品を製作して高率のシェアを維持し、また 「獣拳戦隊ゲキレンジャー」 などキャラク

ターの商品化権営業も順調でした。  

 そのほか、映像版権事業では、劇場用映画・テレビ映画等のビデオ化権及び地上波・ＢＳ・ＣＳ放

映権の販売をいたしましたが、「ドラゴンボールＺ」 のビデオ化権販売及び「明日の記憶」 などの

放映権販売が順調でした。アニメ関連は、「Yes!プリキュア５」「ドラゴンボールシリーズ」等も高

稼働し、好調な成績を収めました。デジタルネット関連は、携帯電話やパソコン向けソフトの有料配

信を行い、携帯電話向けの楽曲販売が順調でした。また、催事事業では、国際文化催事の「トプカプ

宮殿の至宝展」をはじめとして、人気キャラクターショー等の各種イベントの提供など積極的な営業

活動を展開いたしました。 



映画興行業につきましては、当社グループの㈱ティ・ジョイがシネマコンプレックスの展開を行っ

ております。本年４月には 「なんばパークスシネマ」（株式会社ティ・ジョイ、松竹株式会社の共

同運営）を開業し、13サイト122スクリーンとなっております。また、それに伴い、道頓堀東映劇場

及び道頓堀東映パラスの２館を閉館して、直営館は７館となりました。  

 以上により、当事業部門の売上高は427億６千９百万円（前年同期比9.3％減）、営業利益は31億９

千６百万円（前年同期比40.9％減）となりました。  

② 観光不動産事業部門  

不動産賃貸業は、「プラッツ大泉」「オズ スタジオ シティ」「渋谷東映プラザ」「新宿三丁目イ

ーストビル」「Ｅ～ｍａビル」「広島東映プラザ」 等の賃貸施設が引き続き順調に稼働いたしまし

た。  

 ホテル業は、景気が穏やかな回復を続け、ホテル業界でも飲食部門の法人需要と個人客利用による

客室稼働が上昇傾向にある一方、新潟県中越沖地震による影響や開発・撤収が相次ぐ競争の激化など

厳しい状況のなか、各ホテルとも質的向上に努め堅実な営業活動を展開いたしました。  

 以上により、当事業部門の売上高は41億３千７百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益は15億３

千１百万円（前年同期比33.0％増）となりました。  

③ その他事業部門 

建装内装工事業は、景気回復を反映しつつも、厳しい価格競争のなか懸命の営業活動を展開しまし

た。また、農業機械および食品等の輸入販売におきましても堅実な営業活動を展開しました。  

 以上により、当事業部門の売上高は48億７百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益は８千７百万

円（前年同期比1.3％減）となりました。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前中間純利

益、自己株式及び有形固定資産の売却による収入等により増加し、投資有価証券の取得による支出、借

入金の減少及び法人税等の支払額等により減少し、その結果、27億７千３百万円の増加（前年同期は26

億９千８百万円の増加）となりました。  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕  

 営業活動で得られた資金は、34億８千２百万円（前年同期は61億１千２百万円の増加）となりまし

た。これは、税金等調整前中間純利益73億３千３百万円、減価償却費13億４千８百万円、減損損失27億

７百万円等による増加及び固定資産売却損益58億６千５百万円、法人税等の支払額42億４千３百万円等

による減少があったことによります。  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕  

 投資活動により支出した資金は、66億７百万円（前年同期は11億１千１百万円の減少）となりまし

た。これは、有形固定資産の売却による収入72億６千万円等による増加及び投資有価証券の取得による

支出92億６千２百万円、有形固定資産の取得による支出22億２千６百万円等による減少があったことに

よります。  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕  

 財務活動で得られた資金は、58億７千２百万円（前年同期は22億８千９百万円の減少）となりまし

た。これは、社債発行による収入60億円、自社株の売却による収入90億２千５百万円等による増加及び

借入金の減少による支出77億１千４百万円等による減少があったことによります。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 



当社グループの生産・販売品目は、広範囲かつ多種多様であり、受注生産形態をとるものも少ないた

め、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりませ

ん。 

このため、生産、受注及び販売の状況については、「１ 業績等の概要」における各事業の種類別セグ

メント業績に関連付けて示しております。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの対処すべき課題について、重要な変更又は新たに生じた

課題はありません。 

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、以下のとおりであ

ります。 

(1) 当社における企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の取組みについて 

当社は昭和26年の創立以来、半世紀を越えて、幅広いファンの皆様に支えられ、映画・テレビ・ビデ

オ・アニメーションその他多様な映像の製作と、それらの映像の多角的な営業により、質高く健全なエ

ンターテインメントを提供することで、国民生活の向上に努めてまいりました。当社及び当社グループ

の企業価値の源泉は、まさしく良質のコンテンツを製作し、提供し続けることにあります。 

 また、直接コンテンツ事業に関わらない催事営業部門、不動産営業部門というセクションについて

も、前者は自社開発したキャラクターの営業、後者は本社ビル・東西撮影所その他保有する不動産の管

理運営を業務の中心としており、特に後者の存在なくしてはコンテンツ製作の中心である東西撮影所の

維持はもとより、コンテンツ提供の拠点である直営劇場・シネコン事業も成り立ちません。当社グルー

プは正しく「総合映像企業グループ」として機能しており、安易な再編成を許さないものがあります。

 しかし近年、シネマコンプレックスの普及による興行網の再編、アメリカを中心としたデジタルシネ

マの規格の策定といった映画業界の地殻変動のみならず、地上デジタル放送の開始、インターネットや

モバイルによる映像配信など、映像をめぐる環境は目まぐるしい変化を加速しており、今後数年間は、

当社及び当社グループにとって極めて重要な期間であると認識しております。そして、従来の事業展開

の枠を超えた新たな対応なしには、企業の発展と業界における地位の確保は厳しいとの危機感を強めて

おります。 

 そのような問題意識から、昨年来、東映興業不動産㈱の吸収合併、東映ラボ・テック㈱の完全子会社

化を行うと共に、自己株式処分として業務上関係の深い提携先に第三者割当を行ってまいりましたが、

それらによって調達した資金は上記の環境変化に対応すべく、将来的なグループ内でのデジタル関連投

資、撮影所スタジオ等の設備投資、シネコン事業の展開等に充当し、競争力の更なる向上に努めていく

予定です。 

 そして、上記の政策に加え、IR活動をより積極的に進めることで、ステークホルダーとの長期にわた

る信頼関係を確立し、ゆるぎない収益基盤を築くこと、また、コンプライアンス・リスクマネジメント

規程の遵守に基礎を置く内部統制体制を整備することにより、当社グループの企業価値ひいては株主共

同の利益の長期安定的な向上に努めていく所存です。 

(2) 大規模買付行為（注１）に対する考え方 

 当社は、上記のとおり企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に真摯に取り組んでおります。しか

しながら、近時、我が国の資本市場においても、対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意のプロ

セスを経ることなく、株主への十分な情報の開示もなされない段階で、突如として大規模買付行為を強

行するといった動きが顕在化しております。また、大規模買付行為の中には、その目的等から判断して

企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損するおそれのあるものや、その態様等から大規模買付行為に



応じることを株主の皆様に強要するおそれのあるものが含まれる可能性もあります。 

 もとより、大規模買付者（注２）による大規模買付行為に際し、当社株券等を売却するか否かは、

終的には当社株券等を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると当社取締役会は考

えております。従って、当社取締役会は、大規模買付行為を一概に否定するものではありません。しか

しながら、当社及び当社グループが培ってきたビジネスモデルは、日本の映像文化の中心的役割を果た

してきた劇場映画、テレビ映画、アニメ作品を展開することを核とするものであり、これを十分に理解

することなく当社及び当社グループの企業価値を向上させることは困難であると思料されます。 

 そこで、当社取締役会は、株主の皆様が大規模買付者による大規模買付行為を評価する際、大規模買

付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担い当社の事業特性を十分に理解して

いる当社取締役会の大規模買付行為に対する意見等も含めた十分な情報が、適時・適切に株主の皆様へ

提供されることが極めて重要になるものと考えております。 

(注) １ 「大規模買付行為」とは、株券等の保有割合を20％以上とすることを目的とした当社株券等の買付行為、

または結果として株券等の保有割合が20％以上となるような当社株券等の買付行為等（市場取引、公開買

付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。）をいうものとします。なお、あらかじめ当社取締役会

が同意したものを除くこととします。 

２ 「大規模買付者」とは、大規模買付行為を行う者及び行おうとする者をいいます。 

(3) 買収防衛策導入の目的と基本的な枠組み 

以上を踏まえ、当社取締役会は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるか否

かを株主の皆様が判断するに当たり必要かつ十分な情報・時間及び当社取締役会による代替案の提示を

受ける機会を確保するために、一定の合理的な仕組みが必要不可欠であると判断しております。当社取

締役会は、大規模買付行為が、このような大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルー

ル」といいます。）に従って行われることが、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資す

ると考えております。 

 かかる当社取締役会の判断に基づき、当社は、平成19年５月25日開催の取締役会において、当社株券

等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「本対応策」といいます。）の導入を決議し、平成19年６

月28日開催の第84期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。 

 本対応策において、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守

した場合であっても当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと当社取

締役会により 終的に判断される場合には、当社取締役会は、当社取締役会から独立した組織である特

別委員会の勧告を 大限尊重した上で、対抗措置として新株予約権の無償割当ての実施（以下、「対抗

措置」といいます。）を決議できることとなっております。その場合には、大規模買付者及びそのグル

ープ（以下、「大規模買付者等」といいます。）による権利行使は認められないとの行使条件及び当社

が当該大規模買付者等以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付され

た新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以下に

規定されます。）により割当てます。 

(4) 本対応策の合理性について 

本対応策は、以下のとおり、高度な合理性を有しております。  

① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本対応策は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の

確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。 

② 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本対応策は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆



様が判断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を

確保すること等を可能にするものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させる

という目的をもって導入されるものです。 

③ 株主の合理的意思に依拠したものであること 

本対応策は、平成19年６月28日開催の第84期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただい

ております。また、その有効期間は、本対応策導入についての当社取締役会が行われた日から平成22

年６月開催予定の平成22年３月期に関する当社の定時株主総会の終結の時までとなっており、有効期

間の満了前であっても、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議によって本対応策

を廃止できることとされています。そのため、本対応策の消長及び内容は、当社株主の合理的意思に

依拠したものとなっております。 

④ 独立性の高い社外者の判断の重視 

当社は、本対応策において、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除

し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しました。

また、特別委員会の委員は３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業

務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外

取締役、社外監査役及び社外有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精

通している者、またはこれらに準ずる者）の中から選任されるものとします。 

⑤ 合理的な客観的発動要件の設定 

本対応策は、あらかじめ定められた合理的な客観的発動要件が充足されなければ発動されないよう

に設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものと

いえます。 

⑥ デッドハンド型買収防衛策ではないこと 

本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができ

るものとされており、大規模買付者は、自己が指名し、当社株主総会で選任された取締役で構成され

る取締役会決議により、本対応策を廃止する可能性があります。 

 したがって、本対応策は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させても

なお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当中間連結会計期間に以下の映画劇場設備を譲渡いたしました。 

  

 
（注）１ 上記設備は、平成19年４月に営業を終了し閉鎖いたしました。 

   ２ 帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び工具器具備品の合計であります。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、当中間連結会計期間において

重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメント 
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数 
(名)建物及び

構築物
土地

(面積㎡)
その他 合計

道頓堀東映劇場 
(大阪市中央区)

映像関連事業 映画劇場 96
941
(993)

7 1,045 0



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 147,689,096 147,689,096

東京証券取引所
(市場第１部) 
大阪証券取引所 
(市場第１部) 
名古屋証券取引所 
(市場第１部)

―

計 147,689,096 147,689,096 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 147,689 ― 11,707 ― 5,297



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 前事業年度末日現在主要株主でなかった㈲アルガーブは、平成19年５月25日に主要株主となっております。

これは同社から平成19年６月１日付で提出された大量保有報告書に係る変更報告書により確認されたもので

すが、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状

況は、株主名簿によっております。 

なお、同社から平成19年７月９日付で提出された大量保有報告書に係る変更報告書及び平成19年７月10日付

で提出されたその訂正報告書により、平成19年６月29日現在で次のとおり株式を保有している旨の報告を受

けております。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社テレビ朝日 東京都港区六本木６―９―１ 16,700 11.31

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１―８―11 11,905 8.06

有限会社アルガーブ 東京都中央区銀座６―２―１ 7,510 5.08

株式会社バンダイナムコホール
ディングス

東京都港区港南２―16―２
太陽生命品川ビル

7,130 4.83

株式会社東京放送 東京都港区赤坂５―３―６ 6,039 4.09

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５―６ 6,000 4.06

株式会社フジテレビジョン 東京都港区台場２―４―８ 5,724 3.88

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１―１―２ 5,457 3.70

日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋１―６―１ 4,800 3.25

バンクオブニューヨークジーシ
ーエムクライアントアカウント
ジェイピーアールディアイエス
ジーエフイーエイシー 
（常任代理人 株式会社三菱東
京UFJ銀行）

PETERBOROUGH  COURT  133  FLEET  STREET 
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM 
(東京都千代田区丸の内２―７―１ 決済事
業部)

4,379 2.96

計 ― 75,644 51.22

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(%)

㈲アルガーブ 東京都中央区銀座６―２―１ 16,800,000 11.38



 ２ バークレイズ・グローバル・インベースターズ信託銀行㈱から平成19年５月９日付で提出された大量保有報

告書に係る変更報告書及びその訂正報告書により、平成19年４月30日現在で次のとおり株式を共同保有して

いる旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができ

ませんので、上記大株主の状況は、株主名簿によっております。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。 

 
３ ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成19年７月２日付で提出された大量保有報告書に係る変更報

告書により、平成19年６月25日現在で次のとおり株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当

社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株

主名簿によっております。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。 

 
４ Prospect Asset Management, Inc.から平成19年８月６日付で提出された大量保有報告書により、平成19年

７月31日現在で次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末

現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿によっております。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。 

 
  

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(%)

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ信託銀行㈱

東京都渋谷区広尾１―１―39 732,000 0.50

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ㈱

東京都渋谷区広尾１―１―39 1,621,000 1.10

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ、エヌ・エイ 
(Barclays Global Investors,N.A.)

米国カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ市フリーモント・スト
リート45

3,056,000 2.07

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ・リミテッド 
(Barclays Global Investors Ltd)

英国ロンドン市ロイヤル・ミン
ト・コート１

264,000 0.18

バークレイズ・キャピタル・セ
キュリティーズ・リミテッド 
(Barclays Capital Securities Ltd)

英国ロンドン市カナリーワーフ
ノース・コロネード５

158,600 0.11

計 ― 5,831,600 3.95

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(%)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２―７―１ 1,500,000 1.02

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内１―４―５ 2,936,000 1.99

三菱ＵＦＪ投信㈱ 東京都千代田区丸の内１―４―５ 1,263,000 0.86

計 ― 5,699,000 3.86

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(%)

Prospect Asset Management, Inc.
6700  Kalanianaole  Hwy,  Suite 
122, Honolulu HI 96825 U.S.A.

7,483,000 5.07



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が13,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄では、証券保管振替機構名義の株式の議決権13個が除かれております。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が143株含まれております。 

  

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

149,000
― ―

(相互保有株式)
普通株式

1,204,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

145,349,000
145,336 ―

単元未満株式
普通株式

987,096
― ―

発行済株式総数 147,689,096 ― ―

総株主の議決権 ― 145,336 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式)

東映株式会社
東京都中央区銀座３－２－
17

149,000 ― 149,000 0.10

(相互保有株式)

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社 
(退職給付信託東映ラボ・
テック口)

東京都港区浜松町２－11－
３

1,204,000 ― 1,204,000 0.82

計 ― 1,353,000 ― 1,353,000 0.92



  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 東京証券取引所(市場第１部)における市場相場であります。 

  

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 853 865 895 850 787 674

低(円) 640 732 777 756 639 568



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※１ 26,031 34,579 30,353

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 14,588 14,101 14,876

 ３ たな卸資産 13,872 13,687 14,415

 ４ 繰延税金資産 550 924 680

 ５ その他 2,350 1,716 2,334

 ６ 貸倒引当金 △133 △223 △246

   流動資産合計 57,260 26.8 64,785 27.3 62,414 27.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※３ 74,699 77,678 79,871

    減価償却累計額 33,434 41,264 34,657 43,020 35,058 44,813

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

5,286 5,272 5,193

    減価償却累計額 4,103 1,183 4,174 1,098 4,084 1,108

  (3) 工具器具備品 3,190 3,070 3,137

    減価償却累計額 2,499 690 2,457 613 2,477 659

  (4) 土地 ※４ 48,255 45,287 47,680

  (5) 建設仮勘定 2,746 2 129

    有形固定資産合計 94,140 44.1 90,022 37.8 94,391 41.0

 ２ 無形固定資産 861 0.4 2,861 1.2 863 0.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※５ 50,208 65,341 59,879

  (2) 長期貸付金 1,433 1,562 1,497

  (3) 繰延税金資産 4,116 5,619 3,507

  (4) 差入保証金 3,532 3,401 3,275

  (5) その他 4,972 6,507 6,608

  (6) 貸倒引当金 △2,955 △2,392 △2,472

    投資その他の資産 
    合計

61,307 28.7 80,038 33.7 72,295 31.5

   固定資産合計 156,309 73.2 172,922 72.7 167,550 72.9

   資産合計 213,569 100.0 237,708 100.0 229,964 100.0



 
  

 

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※６ 20,196 19,030 18,797

 ２ 短期借入金 ※７ 7,070 2,120 7,510

 ３ 一年以内に返済する 
   長期借入金

※８ 20,006 16,696 26,616

 ４ 一年以内償還社債 ※９ 5,000 5,400 5,400

 ５ 未払法人税等 1,361 5,391 3,030

 ６ 賞与引当金 973 976 973

 ７ その他 11,339 9,106 9,716

   流動負債合計 65,942 30.9 58,720 24.7 72,045 31.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※10 7,900 11,000 5,000

 ２ 長期借入金 ※11 24,671 24,137 16,541

 ３ 再評価に係る 
   繰延税金負債

11,982 11,480 11,927

 ４ 退職給付引当金 3,666 3,620 3,764

 ５ 役員退職慰労引当金 ― 1,123 1,179

 ６ 持分法適用に伴う 
   負債

87 82 88

 ７ 預り保証金 ※12 17,467 16,640 16,980

 ８ 負ののれん 153 2,651 566

 ９ その他 526 149 291

   固定負債合計 66,455 31.1 70,885 29.8 56,340 24.5

   負債合計 132,398 62.0 129,606 54.5 128,385 55.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 11,707 5.5 11,707 4.9 11,707 5.1

 ２ 資本剰余金 5,298 2.5 21,343 9.0 14,936 6.5

 ３ 利益剰余金 43,973 20.6 47,883 20.1 46,408 20.2

 ４ 自己株式 △5,538 △2.6 △669 △0.2 △2,794 △1.2

   株主資本合計 55,440 26.0 80,265 33.8 70,258 30.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

4,175 1.9 2,428 1.0 4,730 2.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 34 0.0 11 0.0 36 0

 ３ 土地再評価差額金 3,582 1.7 5,726 2.4 3,501 1.5

 ４ 為替換算調整勘定 △10 △0.0 27 0.0 7 0

   評価・換算差額等 
   合計

7,780 3.6 8,194 3.4 8,276 3.6

Ⅲ 少数株主持分 17,950 8.4 19,642 8.3 23,044 10.0

   純資産合計 81,171 38.0 108,102 45.5 101,578 44.2

   負債純資産合計 213,569 100.0 237,708 100.0 229,964 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 55,724 100.0 51,713 100.0 108,838 100.0

Ⅱ 売上原価 37,976 68.2 35,565 68.8 73,420 67.5

   売上総利益 17,747 31.8 16,147 31.2 35,418 32.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 人件費 4,787 4,858 10,206

 ２ 宣伝費 1,000 1,317 2,049

 ３ 賞与引当金繰入額 693 729 742

 ４ 退職給付費用 534 482 1,113

 ５ 貸倒引当金繰入額 21 9 48

 ６ 減価償却費 476 495 965

 ７ 委託手数料 583 386 1,091

 ８ その他 4,479 12,577 22.5 4,323 12,602 24.4 8,670 24,888 22.8

   営業利益 5,170 9.3 3,545 6.8 10,529 9.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 32 91 83

 ２ 受取配当金 132 222 176

 ３ 持分法による 
   投資利益

566 154 1,119

 ４ 負ののれん償却額 57 411 273

 ５ その他 110 900 1.6 81 961 1.9 184 1,836 1.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 445 393 904

 ２ 社債利息 ─ 66 ─

 ３ 社債引受手数料 ─ 86 ─

 ４ その他 123 569 1.0 107 653 1.3 189 1,094 1.0

   経常利益 5,501 9.9 3,853 7.4 11,272 10.3

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 80 88 150

 ２ 固定資産売却益 ※１ 283 5,895 283

 ３ 償却債権取立益 4 ― ―

 ４ 投資有価証券売却益 ― 43 107

 ５ 連結子会社所有の 
      親会社株式売却益

― 201 2,793

 ６ その他 ― 368 0.7 ― 6,228 12.0 10 3,345 3.1

Ⅶ 特別損失

 １  貸倒引当金繰入額 314 ― ―

 ２  劇場撤退費用 119 ― ―

 ３ 減損損失 ※２ 23 2,707 43

 ４ 固定資産売却損 ※３ 52 32 290

 ５ 投資有価証券評価損 22 ― 119

 ６ 貸倒損失 ― ― 59

  ７ 過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額   

― ― 737

 ８ その他 ― 533 1.0 9 2,748 5.3 486 1,736 1.6

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

5,336 9.6 7,333 14.1 12,881 11.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,738 4,802 4,526

   法人税等調整額 483 2,221 4.0 △1,701 3,101 6.0 387 4,914 4.5

   少数株主利益 1,023 1.8 751 1.4 3,275 3.0

   中間(当期)純利益 2,091 3.8 3,481 6.7 4,690 4.3



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,707 5,298 42,085 △5,532 53,558

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △245 △245

 役員賞与 △44 △44

 土地再評価差額金取崩額 86 86

 中間純利益 2,091 2,091

 自己株式の取得 △5 △5

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 1,887 △5 1,882

平成18年９月30日残高(百万円) 11,707 5,298 43,973 △5,538 55,440

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 5,245 ─ 3,668 △5 8,908 17,514 79,981

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △245

 役員賞与 △44

 土地再評価差額金取崩額 86

 中間純利益 2,091

 自己株式の取得 △5

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,070 34 △86 △5 △1,127 435 △692

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△1,070 34 △86 △5 △1,127 435 1,189

平成18年９月30日残高(百万円) 4,175 34 3,582 △10 7,780 17,950 81,171



  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,707 14,936 46,408 △2,794 70,258

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △391 △391

 土地再評価差額金取崩額 △2,224 △2,224

 中間純利益 3,481 3,481

 自己株式の取得 △1,126 △1,126

  自己株式の処分 6,407 3,252 9,659

 連結子会社の持分変動 610 610

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ 6,407 1,474 2,125 10,007

平成19年９月30日残高(百万円) 11,707 21,343 47,883 △669 80,265

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 4,730 36 3,501 7 8,276 23,044 101,578

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △391

 土地再評価差額金取崩額 △2,224

 中間純利益 3,481

 自己株式の取得 △1,126

 自己株式の処分 9,659

 連結子会社の持分変動 610

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△2,301 △25 2,224 20 △81 △3,402 △3,484

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△2,301 △25 2,224 20 △81 △3,402 6,523

平成19年９月30日残高(百万円) 2,428 11 5,726 27 8,194 19,642 108,102



  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）１ 剰余金の配当のうち245百万円については、平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

（注）２ 役員賞与については、平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,707 5,298 42,085 △5,532 53,558

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注）１ △490 △490

 役員賞与（注）２ △44 △44

 土地再評価差額金取崩額 166 166

 当期純利益 4,690 4,690

 自己株式の取得 △1,539 △1,539

 自己株式の処分 9,638 4,277 13,916

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

─ 9,638 4,323 2,738 16,699

平成19年３月31日残高(百万円) 11,707 14,936 46,408 △2,794 70,258

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 5,245 ─ 3,668 △5 8,908 17,514 79,981

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注）１ △490

 役員賞与（注）２ △44

 土地再評価差額金取崩額 166

 当期純利益 4,690

 自己株式の取得 △1,539

 自己株式の処分 13,916

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

△515 36 △166 12 △632 5,530 4,897

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△515 36 △166 12 △632 5,530 21,597

平成19年３月31日残高(百万円) 4,730 36 3,501 7 8,276 23,044 101,578



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純利益 5,336 7,333 12,881

   減価償却費 1,315 1,348 2,690

   減損損失 23 2,707 43

   負ののれん償却額 △57 △214 △270

   貸倒引当金の増減額 252 △101 △117

   退職給付引当金の増減額 △47 △143 50

   役員退職慰労引当金の増減額 ― △56 921

   賞与引当金の増減額 11 3 11

   持分法による未実現利益の増減額 72 △16 69

   受取利息及び受取配当金 △165 △313 △259

   支払利息 445 460 904

   持分法による投資利益 △566 △154 △1,119

   投資有価証券評価損 22 ― 119

   投資有価証券売却損益 ― △44 △107

   固定資産売却損益 △231 △5,865 19

   固定資産除却損 34 31 76

   連結子会社所有の親会社株式 

   売却益
― △201 △2,793

   売上債権の増減額 △218 850 △431

   仕入債務の増減額 2,228 △37 829

   たな卸資産の増減額 △239 727 △919

   その他の流動資産の増減額 △370 615 △350

   未払消費税等の増減額 △144 39 △256

   その他の流動負債の増減額 2,694 805 △11

   役員賞与支払額 △44 ― △44

   少数株主負担役員賞与支払額 △38 ― △38

   預り保証金の増減額 △473 △340 △959

   その他の固定負債の増減額 △47 ― △107

   その他 85 97 375

    小計 9,879 7,530 11,204

   利息及び配当金の受取額 282 548 494

   利息の支払額 △451 △456 △907

   法人税等の支払額 △3,984 △4,243 △5,565

   法人税等の還付額 387 104 393

  営業活動によるキャッシュ・フロー 6,112 3,482 5,620



次へ 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △32 △1,516 △2,192

   定期預金の払戻による収入 29 63 111

   有形固定資産の取得による支出 △1,625 △2,226 △2,699

   無形固定資産の取得による支出 △98 △189 △117

   有形固定資産の売却による収入 569 7,260 939

   投資有価証券の取得による支出 △110 △9,262 △9,914

   投資有価証券の売却による収入 3 70 133

   貸付けによる支出 △113 △150 △332

   貸付金の回収による収入 127 90 260

   差入保証金の増減額 128 △140 385

   その他 12 △604 225

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,111 △6,607 △13,200

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額 1,493 △5,390 1,934

   長期借入れによる収入 5,800 10,300 11,700

   長期借入金の返済による支出 △11,017 △12,623 △18,437

   社債の発行による収入 2,500 6,000 5,000

   社債の償還による支出 △400 ― △5,400

   親会社による配当金の支払額 △245 △391 △490

   少数株主への配当金の支払額 △407 △373 △431

   自己株式の売却による収入 ― 9,025 20,643

   その他 △13 △673 △4

  財務活動によるキャッシュ・フロー △2,289 5,872 14,514

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△13 25 9

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 2,698 2,773 6,943

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 23,112 30,055 23,112

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高

25,811 32,829 30,055



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(1) 連結の範囲に関する事項

 ① 連結子会社の数 24社

   主要な会社名

   東映ラボ・テック㈱、東映ア

ニメーション㈱、東映ビデオ

㈱

１ 連結の範囲に関する事項

 (1)  連結子会社の数 23社

   主要な会社名

    同左

１ 連結の範囲に関する事項

 (1)  連結子会社の数 23社

   主要な会社名

    同左 

 

 

なお、従来連結子会社に含め

ておりました東映興業不動産

㈱は平成18年11月28日に当社

との合併により消滅しており

ます。

 ② 非連結子会社のうち、主要な

会社の名称

   ㈱テイ・アンド・テイ映画興

行、東映フーズ㈱、東映太秦

映像㈱

 (2) 非連結子会社のうち、主要な

会社の名称

    同左

 (2) 非連結子会社のうち、主要な

会社の名称

    同左

   連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり合計の総資

産、売上高、中間純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等はいず

れも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため

であります。

 (3)  非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由

   非連結子会社９社は、いずれ

も小規模会社であり合計の総

資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はい

ずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないた

めであります。

 (3)  非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由

   非連結子会社９社は、いずれ

も小規模会社であり合計の総

資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はい

ずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためで

あります。

(2) 持分法の適用に関する事項

 ① 持分法を適用している非連結

子会社

   １社

   東映フーズ㈱

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用している非連結

子会社

   １社

    同左

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用している非連結

子会社

    １社

    同左

 ② 持分法を適用している関連会

社

   ２社

   ㈱テレビ朝日、㈱シネマプラ

ス

 (2) 持分法を適用している関連会

社

   ２社

   同左

 (2) 持分法を適用している関連会

社

   ２社

   同左

 ③ 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、主

要な会社等の名称

   ㈱テイ・アンド・テイ映画興

行、東映太秦映像㈱

 (3) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち、主

要な会社等の名称

    同左

 (3) 持分法を適用しない非連結子

会社および関連会社のうち、

主要な会社等の名称

    同左

   持分法を適用しない理由

   非連結子会社８社及び関連会

社４社は、それぞれ中間純利

益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から

除外しております。

 (4) 非連結子会社について持分法

の適用範囲から除いた理由  

持分法を適用していない非連

結子会社８社及び関連会社４

社は、それぞれ中間純利益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

めであります。

 (4) 非連結子会社について持分法

の適用範囲から除いた理由 

持分法を適用していない非連

結子会社８社及び関連会社４

社は、それぞれ当期純利益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め除外しております。



 
  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社のうち在外子会社で

ある

  TOEI ANIMATION PHILS.,INC.、

  TOEI ANIMATION ENTERPRISES 

  LTD.、TOEI ANIMATION 

  INCORPORATED及び

  TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S.

  については、６月30日が中間決

算日となっております。

  なお、上記４社については、同

中間決算日現在の財務諸表を使

用していますが、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を

行っております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  

     同左

３ 連結子会社の決算日等に関する

事項

  連結子会社のうち在外子会社で

ある

  TOEI ANIMATION PHILS.,INC.、

  TOEI ANIMATION ENTERPRISES 

  LTD.、TOEI ANIMATION 

  INCORPORATED及び

  TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S.

  については、12月31日が決算日

となっております。

  なお、上記４社については、同

決算日現在の財務諸表を使用し

ていますが、連結決算日との間

に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

おります。

(4) 会計処理基準に関する事項

 ① 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  イ たな卸資産

    製作品、16ミリ作品、仕掛

品

     個別法による原価法

     ただし、製作品は法人税

法の規定により期末前６

カ月以内封切の映画にか

かる取得原価の15％を計

上しております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① たな卸資産

    製作品、16ミリ作品、仕掛

品

     同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① たな卸資産

    製作品、16ミリ作品、仕掛

品

     同左

    貯蔵品 

     移動平均法による原価法

    貯蔵品 

     同左

    貯蔵品 

     同左

  ロ 有価証券

    ａ子会社株式及び関連会社

株式

     (持分法適用会社を除く)

     移動平均法による原価法

  ② 有価証券

   イ 子会社株式及び関連会社

株式

      同左

     

  ② 有価証券

   イ 子会社株式及び関連会社

株式

      同左

    ｂその他有価証券

     時価のあるもの

      中間決算日の市場価格

等に基づく時価法

      (評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は、移動

平均法により算定)

   ロ その他有価証券

     時価のあるもの

      同左

   ロ その他有価証券

     時価のあるもの

      決算日の市場価格等に

基づく時価法

      (評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は、移動

平均法により算定)

     時価のないもの

      移動平均法による原価

法

     時価のないもの 

     同左 

 

     時価のないもの 

     同左

  ハ デリバティブ 

     時価法

  ③ デリバティブ 

     同左

  ③ デリバティブ 

     同左



 
  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ② 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

   有形固定資産

    定率法

    ただし、大規模の賃貸資産

及び平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属

設備を除く。)について

は、定額法を採用しており

ます。

    なお、主な耐用年数は以下

のとおり

    建物及び構築物

         ２～65年

    機械装置及び車両運搬具

         ３～15年

    工具器具備品

         ２～20年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

   イ 平成19年3月31日以前に取

得したもの

     旧定率法によっておりま

す。ただし、大規模の賃貸

資産及び平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く。)につい

ては、旧定額法を採用して

おります。

   ロ 平成19年4月1日以降に取得

したもの

     定率法によっております。

    なお、主な耐用年数は以下

のとおり

    建物及び構築物

         ２～65年

    機械装置及び車両運搬具 

     ３～15年 

工具器具備品 

     ２～20年

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法

    ただし、大規模の賃貸資産

及び平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属

設備を除く。)について

は、定額法を採用しており

ます。

    なお、主な耐用年数は以下

のとおり

    建物及び構築物

         ２～65年

    機械装置及び車両運搬具

         ３～15年

    工具器具備品

         ２～20年 

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号))に伴い、平成19

年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載してお

ります。 

(追加情報) 

なお、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によっており

ます。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、43百万円であります。 

なお、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載してお

ります。

 

   無形固定資産 

    定額法

  ② 無形固定資産 

同左

   無形固定資産 

    同左



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ③ 重要な繰延資産の処理方法

      繰延資産 

        社債発行費

     支出時に全額費用計上して

おります。

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

発生連結会計年度の期間費

用として計上しておりま

す。

  

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左

 ④ 重要な引当金の計上基準

  イ 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

     同左

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

     同左

  ロ 賞与引当金

    従業員に対して支給する賞

与に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間連結

会計期間の負担額を計上し

ております。

  ② 賞与引当金 

     同左

  ② 賞与引当金

    従業員に対して支給する賞

与に充てるため、将来の支

給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上してお

ります。

  ハ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

    なお、会計基準変更時差異

(10,992百万円)について

は、保有株式による退職給

付信託(4,746百万円)を設

定し、残額を主として15年

による均等額で費用処理し

ております。

  ③ 退職給付引当金 

     同左

     同左

  ③ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計

上しております。

     同左

    過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(主

として12年)による定額法

により費用処理しておりま

す。

    数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数(主とし

て12年)による均等額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年

度より費用処理しておりま

す。

          



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――
  ④ 役員退職慰労引当金

    当社及び一部の連結子会社

は、役員への退職慰労金の

支出に備えるため、内規に

基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。

 

(追加情報) 

役員退職慰労金は、従来、支出時の

費用として処理しておりましたが、

当社及び一部の連結子会社は、前連

結会計年度の下半期より「役員退職

慰労金内規」に基づく期末要支給額

を役員退職慰労金引当金として計上

する方法に変更しております。 

なお、前中間連結会計期間は従来の

方法によっており、変更後の方法に

よった場合と比べ、営業利益及び経

常利益は155百万円少なく、税金等

調整前中間純利益は780百万円多く

計上されております。 

 

  ④ 役員退職慰労引当金 

当社及び一部の連結子会社

は、役員への退職慰労金の

支出に備えるため、内規に

基づく連結会計年度末要支

給額を計上しております。

 ⑤ 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

    外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ております。

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

     同左

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

    外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。

 ⑥ 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

 (6) 重要なリース取引の処理方法 

     同左 

 

 (6) 重要なリース取引の処理方法 

     同左 

 



  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
      至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

 ⑦ 重要なヘッジ会計の方法  (7) 重要なヘッジ会計の方法  (7) 重要なヘッジ会計の方法

  イ ヘッジ会計の方法   ① ヘッジ会計の方法   ① ヘッジ会計の方法

    為替予約等が付されている

外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行って

おります。また、金利スワ

ップについては、特例処理

の要件を満たしているの

で、特例処理を採用してお

ります。

      同左 

  

  

  

  

  

  

 

      同左 

  

  

  

  

  

  

 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段 

     金利スワップ 

     為替予約等 

    ヘッジ対象 

     借入金の利息 

     外貨建金銭債務

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段 

     同左
  
    ヘッジ対象 

     同左
  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段 

     同左
 
    ヘッジ対象 

     同左
 

  ハ ヘッジ方針

    当社グループは、借入金の

金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約毎に行って

おります。また、外貨建債

務の為替変動リスクを回避

する目的で為替予約等を設

定しております。

  ③ ヘッジ方針

     同左

  ③ ヘッジ方針 

     同左
 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法

    リスク管理方針に従って、

以下の条件を満たす金利ス

ワップを締結しておりま

す。

   Ⅰ 金利スワップの想定元本

と長期借入金の元本金額

が一致しております。

   Ⅱ 金利スワップと長期借入

金の契約期間及び満期が

一致しております。

   Ⅲ 長期借入金の変動金利の

インデックスと金利スワ

ップで受払いされる変動

金利のインデックスが一

致しております。

   Ⅳ 長期借入金と金利スワッ

プの金利改定条件が一致

しております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

     同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

     同左



次へ 

  

 
  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

   Ⅴ 金利スワップの受払い条

件がスワップ期間を通し

て一定であります。

    従って、金利スワップの

特例処理の要件を満たし

ており、その判定をもっ

て有効性の判定に代えて

おります。

         同左          同左

    (中間連結決算日におけ

る有効性の評価を省略し

ております。)

(決算日における有効性の

評価を省略しておりま

す。)

    また、為替予約の締結時

にリスク管理方針に従っ

て、外貨建による同一金

額で同一期日の為替予約

をそれぞれ振当てている

ため、その後の為替相場

の変動による相関関係は

完全に確保されており、

その判定をもって有効性

の判定に代えておりま

す。

     同左      同左

    (中間連結決算日におけ

る有効性の評価を省略し

ています。)

(決算日における有効性の

評価を省略しておりま

す。)

 ⑧ 消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は税抜方

式によっており、資産に係る

控除対象外消費税等は発生連

結会計年度の期間費用として

処理しております。

 (8) 消費税等の会計処理 

     同左

 (8) 消費税等の会計処理 

     同左

(5) 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヵ月以内に満期の到来

する流動性の高い、容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資を計上してお

ります。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

     同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

     同左



会計処理の変更 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、63,186百万円であ

ります。

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、78,497百万円であ

ります。 

連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結財務諸表

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

――――――― ――――――― (役員退職慰労引当金) 

役員退職慰労金は、従来、支出時の

費用として処理しておりましたが、

当社及び一部の連結子会社は、当連

結会計年度の下半期より「役員退職

慰労金内規」に基づく期末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更しております。 

この変更は、「役員賞与に関する会

計基準」の適用により役員賞与は費

用処理が原則となり役員に係る報酬

等について引当金計上を含めた費用

処理が必要と考えられること、そし

て、監査・保証実務委員会報告第42

号が公表されたことを契機として行

ったものであります。 

この変更により、当連結会計年度発

生額80百万円は販売費及び一般管理

費へ、過年度分相当額737百万円は

特別損失に計上しております。この

結果、従来と同一の方法を採用した

場合と比べ、営業利益及び経常利益

は80百万円、税金等調整前当期純利

益は818百万円減少しております。 

なお、当中間連結会計期間は従来の

方法によっており、変更後の方法に

よった場合と比べ、営業利益及び経

常利益は155百万円少なく、税金等

調整前中間純利益は780百万円多く

計上されております。 

また、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載してお

ります。



前へ   次へ 

  

 
  

  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

――――――― ――――――― (企業結合に係る会計基準) 

当連結会計年度から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員

会 最終改正平成18年12月22日 企

業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。 

当社は、連結子会社である東映興業

不動産㈱を平成18年11月28日に吸収

合併し、当連結会計年度から同会計

基準に基づき共通支配下の取引とし

て会計処理を行っております。 

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間において「連結調整勘定」と記載

されていたものは、当中間連結会計期間から「負のの

れん」として表示しております。

(中間連結損益計算書) 

前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」

と記載されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」として表示しております。

また、前中間連結会計期間において営業外費用の「固

定資産除却損」と区分掲載されていたものは、当中間

連結会計期間より金額の重要性がなくなったため、

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれる

「固定資産除却損」の額は、16百万円であります。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」

と記載されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」として表示しております。

         ――――――― 

       

  

   

(中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「社債利息」（前中間連

結会計期間37百万円）及び「社債引受手数料」（前中

間連結会計期間22百万円）については、営業外費用の

100分の10を超えたため、区分掲記しております。 

 

 

 

    

         ――――――― 

  

 

 

 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

１ (※２)手形割引高及び裏書譲渡

高

受取手形割引高 78百万円

受取手形裏書譲渡高 65百万円

１ (※２)手形割引高及び裏書譲渡

高

―――――――

１ (※２)手形割引高及び裏書譲渡

高

受取手形割引高 40百万円

受取手形裏書譲渡高 46百万円

２ (※２,６)中間連結会計期間末

日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間

連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の中間連

結会計期間末日満期手形が、中

間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形 102百万円

支払手形 276百万円

２ (※２,６)中間連結会計期間末

日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間

連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の中間連

結会計期間末日満期手形が、中

間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形 70百万円

支払手形 209百万円

 
 

２ (※２,６)期末日満期手形の会

計処理については、手形交換日

をもって決済処理しておりま

す。なお、当連結会計年度末日

が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が、期

末残高に含まれております。

受取手形 41百万円

支払手形 123百万円

３ 偶発債務

   連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、次の

とおり債務保証を行っており

ます。

東映フーズ㈱ 621百万円

３ 偶発債務

   連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、次の

とおり債務保証を行っており

ます。

東映フーズ㈱ 694百万円

３ 偶発債務

   連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、次の

とおり債務保証を行っており

ます。

東映フーズ㈱ 455百万円

４ 担保に供している資産及び担保

付債務

 (1) 担保資産

(※１)預金 168百万円

(※３)建物 24,127百万円

(※４)土地 28,452百万円

(※５)投資有価 
   証券

24,335百万円

計 77,083百万円

４ 担保に供している資産及び担保

付債務

 (1) 担保資産

(※１)預金 81百万円

(※３)建物 24,132百万円

(※４)土地 18,568百万円

(※５)投資有価
   証券

24,453百万円

計 67,235百万円

４ 担保に供している資産及び担保

付債務

 (1) 担保資産

(※１)預金 81百万円

(※３)建物 22,337百万円

(※４)土地 16,278百万円

(※５)投資有価
   証券

24,171百万円

計 62,868百万円

  上記土地、建物について工場財

団6,289百万円を設定し社債の

担保に供しております。

  上記のほか自己株式のうち

3,525百万円を担保に供してお

ります。

  また、担保に供している連結子

会社株式1,804百万円は、連結

貸借対照表上相殺消去されてお

ります。

  担保に供している連結子会社株

式1,620百万円は、連結貸借対

照表上相殺消去されておりま

す。

  上記のほか自己株式のうち115

百万円を担保に供しておりま

す。

  また、担保に供している連結子

会社株式1,620百万円は、連結

貸借対照表上相殺消去されてお

ります。



  

 
  

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 (2) 担保付債務

(※６)支払手形 
   及び 
   買掛金

217百万円

(※７)短期借 
   入金

3,134百万円

(※８)１年以内 
   に返済す 
   る長期借 
   入金

17,020百万円

(※９)１年以内 
   償還社債

5,000百万円

(※10)社債 5,400百万円

(※11)長期借入 
   金

21,765百万円

(※12)預り保証 
   金

1,532百万円

計 54,071百万円
 

 (2) 担保付債務

(※６)支払手形
   及び 
   買掛金

87百万円

(※７)短期借
   入金

1,100百万円

(※８)１年以内
   に返済す 
   る長期借 
   入金

12,943百万円

(※９)１年以内
   償還社債

5,400百万円

(※11)長期借入
   金

19,760百万円

(※12)預り保証
   金

1,435百万円

計 40,727百万円
 

 (2) 担保付債務

(※６)支払手形
   及び 
   買掛金

146百万円

(※７)短期借
   入金

4,972百万円

(※８)１年以内
   に返済す 
   る長期借 
   入金

19,751百万円

(※９)１年以内
   償還社債

5,400百万円

(※11)長期借入
   金

15,301百万円

(※12)預り保証
   金

1,483百万円

計 47,055百万円



前へ   次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

(※１)固定資産売却益の内容

和歌山東映ホテ
ル土地建物

48百万円

南熱川東映ホテ
ル土地建物

212百万円

賃貸マンション
土地建物

15百万円

印刷機械装置 7百万円

計 283百万円
 

(※１)固定資産売却益の内容

羽村市住宅 
土地建物

2百万円

東映太秦映画村
駐車場土地

595百万円

道頓堀東映劇場
土地建物

5,298百万円

計 5,895百万円

 

(※１)固定資産売却益の内容

和歌山東映ホテ
ル土地建物

48百万円

南熱川東映ホテ
ル土地建物

212百万円

賃貸施設
土地建物

15百万円

印刷機械装置 7百万円

計 283百万円

 

(※２)減損損失の内容

  当社グループは、以下の資産グ
ループについて減損損失を計上
しております。

用途 種類 場所
減損損失 
(百万円)

劇場

建物及び 
構築物 
その他有形 
固定資産他

長野県 
長野市

23

減損損失の算定にあたっては、他の

資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位

によって資産のグループ化を行いま

した。その結果、地価の下落に伴い

帳簿価額に対し著しく時価が下落し

ているもの及び市況の悪化・事業の

縮小等により収益力が低下している

ものについて帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失(23百万円)として特別損失に計上

しております。その内訳は、建物及

び構築物16百万円、土地4百万円、

その他有形固定資産他2百万円であ

ります。

なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しておりま

す。また、使用価値は将来キャッシ

ュ・フローを1.9％で割り引いて算

定しております。

 

(※２)減損損失の内容

用途 種類 場所
減損損失 
(百万円)

劇場
建物及び
構築物  
工具器具備品

福岡県 
北九州市

145

賃貸 
資産

建物及び
構築物  
土地

東京都 
港区他

2,562

減損損失の算定にあたっては、他の

資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位

によって資産のグループ化を行いま

した。その結果、劇場施設のうち、

収益力の低下している劇場について

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、また賃貸資産のうち、売却の意

思決定を行った物件について回収可

能価額が帳簿価額を下回るものにつ

いて帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。その

内訳は、建物及び構築物1,563百万

円、土地1,140百万円、その他有形

固定資産他3百万円であります。

なお、劇場資産の回収可能価額は使

用価値により測定しており、将来キ

ャッシュ・フローに基づく評価額が

マイナスであるため、回収可能価額

は零としております。また、賃貸資

産の回収可能価額は中間期末現在の

売却予定価額としております。

 

(※２)減損損失の内容

用途 種類 場所
減損損失 
(百万円)

劇場

建物及び
構築物 
土地 
その他有形 
固定資産他

長野県 
長野市

23

賃貸 
資産

建物及び
構築物 
土地 
その他有形 
固定資産

東京都 
港区他

19

減損損失の算定にあたっては、他の

資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位

によって資産のグループ化を行いま

した。その結果、市況の悪化・事業

の縮小等により収益力が低下してい

るものについて帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損

損失(43百万円)として特別損失に計

上しました。その内訳は、建物及び

構築物35百万円、土地5百万円、そ

の他有形固定資産他2百万円であり

ます。 

なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しておりま

す。また、使用価値は将来キャッシ

ュ・フローを1.9％で割り引いて算

定しております。

 

(※３)固定資産売却損の内容

賃貸物件 
土地建物

52百万円

車両運搬具 0百万円

計 52百万円
 

(※３)固定資産売却損の内容

賃貸物件 
土地建物

32百万円

計 32百万円

(※３)固定資産売却損の内容

印刷工場
土地建物

238百万円

賃貸施設
土地建物

52百万円

計 290百万円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  
前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

     
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    6,348株 
  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式交換反対株主からの買取りによる増加         1,026,500株 

 連結子会社の持分変動による増加                        2,304,381株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 売却による減少                     14,700,000株 
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 147,689,096 ― ― 147,689,096

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 30,559,344 6,348 ― 30,565,692

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 369 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月29日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 276 2.50 平成18年９月30日 平成18年12月12日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 147,689,096 ― ― 147,689,096

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 14,289,724 3,350,333 14,702,014 2,938,043

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年 ６月28日 
定時株主総会

普通株式 426 ３ 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月27日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 442 ３ 平成19年９月30日 平成19年12月12日



前へ   次へ 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加              10,598株 

 子会社保有の自己株式取得(合併を含む)による増加    13,924,724株        

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 売却による減少                           30,202,200株 
  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 147,689,096 ― ― 147,689,096

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 30,556,602 13,935,322 30,202,200 14,289,724

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 369 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年 11月29日 
取締役会

普通株式 276 2.50 平成18年９月30日 平成18年12月12日

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 426 ３ 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金 
勘定

26,031百万円

預入れ期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

220百万円

現金及び現金 
同等物

25,811百万円

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金
勘定

34,579百万円

預入れ期間が
３ヶ月を超える
定期預金

1,750百万円

現金及び現金
同等物

32,829百万円

 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金
勘定

30,353百万円

預入れ期間が
３ヶ月を超える
定期預金

297百万円

現金及び現金
同等物

30,055百万円



(リース取引関係) 
  
１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末(期末)残

高相当額 
  

 
  
(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額及びリース資産減損勘定中間期末（期末）残高 

  

 
  
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

  

 
  
２ オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料 
  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間 
期末残高 
相当額 
(百万円)

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失

累計額 

相当額 

(百万円)

中間
期末残高
相当額 

(百万円)

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 

(百万円)

機械装置 2,082  1,382  ― 699  1,846 1,235 ― 611 1,837 1,272 ― 564

車両運搬具 21  7  ― 13  21 12 ― 8 21 10 ― 11

工具器具備品 2,042  1,308  2  732  1,756 1,139 ― 617 1,778 1,085 2 691

ソフトウェア 
(無形固定資
産)

323  167  ― 156  406 232 ― 173 390 200 ― 189

合計(百万円) 4,470  2,865  2  1,601  4,030 2,620 ― 1,410 4,027 2,568 2 1,457

(注) なお、取得価額相当額は、未経過
リース料中間期末残高の有形固定
資産中間期末残高等に占める割合
が低いため、「支払利子込み法」
により算定しております。

同左 (注) なお、取得価額相当額は、未経過
リース料期末残高の有形固定資産
の期末残高等に占める割合が低い
ため、「支払利子込み法」により
算定しております。 

前中間連結会計期間 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

１年以内(百万円) 696 610 640

１年超(百万円) 907 800 818

合計(百万円) 1,604 1,410 1,459

リース資産減損勘定 
定期末残高(百万円)

1 0 0

(注) なお、未経過リース料中間期
末残高相当額は、未経過リー
ス料中間期末残高の有形固定
資産中間期末残高等に占める
割合が低いため、「支払利子
込み法」により算定しており
ます。

同左 (注) なお、未経過リース料期末残
高相当額は、未経過リース料
期末残高の有形固定資産の期
末残高等に占める割合が低い
ため、「支払利子込み法」に
より算定しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

支払リース料(百万円) 425 382 834

リース資産減損勘定の 
取崩額(百万円)

0 ― 1

減価償却費相当額 
(百万円)

425 382 836

減損損失(百万円) ― ― ―

減価償却費相当額の算定方法は、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっておりま
す。

同左 同左

前中間連結会計期間 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

１年以内(百万円) 5 ― 0

１年超(百万円) ― ― ―

合計(百万円) 5 ― 0



前へ   次へ 

(有価証券関係) 
  
１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 
  

(前中間連結会計期間) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用してい

るので注記の対象から除いております。 

  

(当中間連結会計期間) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用してい

るので注記の対象から除いております。 

  

(前連結会計年度) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用してい

るので注記の対象から除いております。 

  

区分
前中間連結会計期間 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

その他有価証券
取得原価 
(百万円)

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照表
計上額 

(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

① 株式 5,813 10,843 5,029 22,715 25,305 2,590 13,535 19,508 5,972

② 債券 9 9 △0 24 24 0 9 9 0

③ その他 4 7 3 4 7 3 4 7 3

合計 5,827 10,860 5,032 22,744 25,338 2,593 13,549 19,525 5,976

区分
前中間連結会計期間 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円)
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

 ①債券            ― 2,000        2,000

②非上場株式 1,191 1,251 1,195

計 1,191 3,251 3,195



(セグメント情報) 
  
【事業の種類別セグメント情報】 

  

 
  

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

映像関連 
事業 

(百万円)

観光不動産
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
  対する売上高

47,173 3,867 4,683 55,724 － 55,724

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

291 190 75 557 ( 557) －

計 47,465 4,057 4,758 56,281 ( 557) 55,724

営業費用 42,055 2,905 4,670 49,630 923 50,553

営業利益 5,410 1,151 88 6,650 ( 1,480) 5,170

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

映像関連 
事業 

(百万円)

観光不動産
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
  対する売上高

42,769 4,137 4,807 51,713 － 51,713

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

215 278 262 756 ( 756) －

計 42,984 4,416 5,069 52,470 ( 756) 51,713

営業費用 39,787 2,885 4,981 47,654 513 48,168

営業利益 3,196 1,531 87 4,815 ( 1,270) 3,545



 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間1,438百万

円、当中間連結会計期間1,227百万円、前連結会計年度2,810百万円であり、その主なものは親会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 
  

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4)会計処理基準に関する事項 ②重要な減価償

却資産の減価償却の方法 (会計方針の変更)に記載の通り、当中間連結会計期間より、「所得税法等の一部

を改正する法律」(平成19年３月30日 法律第６号)及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」(平成19年

３月30日 政令第83号)に基づく方法に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響は、各部門とも

軽微であります。 

また、(追加情報)に記載の通り、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。当該変更に伴う損益に与える影響は、

映像関連事業23百万円、観光不動産事業17百万円、消去又は全社2百万円であります。 

５ 「会計処理の変更」に記載のとおり、前連結会計年度の下半期より役員退職慰労引当金の計上を行っており

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、前連結会計年度における営業費用は「消去又は全

社」が80百万円多く、営業利益は80百万円少なく計上されております。 

  

 

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

映像関連 
事業 

(百万円)

観光不動産
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
  対する売上高

90,458 7,950 10,430 108,838 － 108,838

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

488 418 826 1,733 ( 1,733) －

計 90,946 8,369 11,256 110,572 ( 1,733) 108,838

営業費用 80,134 5,887 11,068 97,089 1,218 98,308

営業利益 10,812 2,481 188 13,482 ( 2,952) 10,529

(1) 映像関連事業 ………劇場用映画、教育映像等の製作・配給、輸出入、映画劇場の経営、ＤＶＤソフ

トの製作・販売、テレビ映画及びＣＭの製作、映像版権に関する事業、フイル

ムの現像等、広告代理業、映画村の経営、その他映像関連事業

(2) 観光不動産事業………戸建住宅等の建設・販売、賃貸施設の賃貸、ホテルの経営

(3) その他事業 ………建築工事・室内装飾請負等に関する事業、物品の輸入販売



  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19

年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店の売上高が連結売上高の10％未満で

あるため、記載を省略しております。 

  

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19

年３月31日) 

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

(企業結合等関係) 

  

 前中間連結会計期間(自 平成18年４月1日 至 平成18年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

 当中間連結会計期間(自 平成19年４月1日 至 平成19年９月30日) 

  (共通支配下の取引等) 

１. 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要 

 (1)結合当事企業の名称及びその事業の内容  

    結合企業     東映㈱（当社）        映像関連事業  

    被結合企業    東映ラボ・テック㈱     映画フィルムの現像、編集及び複製  

 (2)企業結合の法的形式 

   共通支配下の取引(株式交換による東映ラボ・テック㈱の完全子会社化)   

 (3)結合後企業の名称  

   東映㈱ 

 (4)取引の目的を含む取引の概要  

当社グループの映像関連事業においては、今後の事業環境変化に対応すべくグループ内の連携体制作

りが急務であります。また、中長期的観点からも経営基盤の安定化が必要と考え、平成19年４月１日

付で株式交換を行い、完全子会社化を実施いたしました。 

２.実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）に定める共通支配下の取引等の会

計処理に該当し、これに基づき株式交換を伴う会計処理を行いました。 

  



前へ 

  

３.子会社株式の追加取得に関する事項  

(1)取得原価及びその内訳  

    取得の対価     東映㈱の株式（当社自己株式）        3,261百万円  

 (2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額  

  ①株式の種類及び交換比率 

東映ラボ・テック㈱の普通株式１株に対して当社の普通株式0.85株を割当交付いたしました。但し、

当社が保有する東映ラボ・テック普通株式3,410,273株については、割当交付を行っておりません。 
  

②交換比率の算定方法 

当社は野村證券㈱に、東映ラボ・テック㈱はエスエヌコーポレートアドバイザリー㈱に、それぞれ株

式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として両者間で協議し決定いたしました。 

③交付株式数及びその評価額  

 普通株式5,601,267株  評価額3,261百万円  

 なお、うち 2,325,600株は連結子会社に対して交付しております。 

 (3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間  

    ①のれんの金額        1,911百万円  

    ②発生原因         少数株主からの株式取得原価と少数株主持分の減少額との差額  

    ③償却の方法及び償却期間  ５年間で均等償却  

  

 前連結会計年度(自 平成18年４月1日 至 平成19年３月31日) 
  

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容  

結合企業     東映㈱（当社）        映像関連事業  

被結合企業    東映興業不動産㈱      不動産賃貸業  

２ 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社を存続会社とする吸収合併であり、結合後企業の名称は東映㈱であります。なお、合併による新

株式の発行及び資本金の増加はありません。 

３ 取引の目的を含む取引の概要 

当社グループ機能の再編を推進し、経営資源の集中と経営の効率を目的とし、不動産部門の効率化の

ために当社の連結子会社である東映興業不動産㈱を吸収合併いたしました。 

４ 実施した会計処理の概要 

上記合併は、共通支配下の取引に該当するため内部取引として消去しています。したがって、当該会

計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額 539円78銭 611円12銭 588円71銭

１株当たり中間(当期) 
純利益

17円85銭 25円 3銭 37円45銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため記載していない。

同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため記載していない。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

 純資産の部の合計額 81,171百万円 108,102百万円 101,578百万円

純資産の部の合計額か
ら控除する金額

17,950百万円 19,642百万円 23,044百万円

 （うち少数株主持分） (17,950百万円) ( 19,642百万円) ( 23,044百万円)

普通株式に係る中間期
末(期末)の純資産額

63,221百万円 88,460百万円 78,534百万円

普通株式の中間期末(期
末)発行済株式数

147,689,096株 147,689,096株 147,689,096株

 普通株式の自己株式数 30,565,692株 2,938,043株 14,289,724株

１株当たり純資産額の
算定に用いられた中間
期末(期末)の普通株式
数

117,123,404株 144,751,053株 133,399,372株

２ １株当たり中間 
  (当期)純利益

中間(当期)純利益 2,091百万円 3,481百万円 4,690百万円

普通株主に帰属しない
金額

― ― ―

普通株式に係る中間 
(当期)純利益

2,091百万円 3,481百万円 4,690百万円

普通株式の期中平均株
式数

117,126,578株 139,075,212株 125,265,933株



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

（自己株式の取得及び子会社の吸収

合併）

 当社は、グループ機能の再編を推

進し経営資源の集中と経営の効率化

を目的とし、平成18年10月24日開催

の当社取締役会において、会社法第

163条の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づ

き、当社の子会社である東映興業不

動産㈱の保有する当社株式を取得

し、平成18年11月28日を効力発生日

として東映興業不動産㈱を吸収合併

することを決議いたしました。 

 なお、本合併は、会社法第796条

第3項の規定により会社法第795条第

1項に定める当社株主総会の承認を

要さない簡易合併の手続きにより行

いました。

1. 自己株式の取得

(1)取得する 
 株式の種類

：当社普通株式

(2)取得する株 
式の数

：410万株

(3)株式取得 
 価額の総額

：3,005百万円

(4)株式取得 
 価額

：平成18年10月23日
の東京証券取引所
における当社普通
株式の終値に0.9を
乗じた金額（円未
満切上げ）

(5)自己株式 
取得日

：平成18年10月25日
受渡

(6)取得方法 ：相対取引

2. 子会社の吸収合併

(1)合併方式 ：当社を存続会社と
する吸収合併方式

(2)合併比率 ：東映興業不動産株1
株に対し、当社株
式24,000株を割当

(3)増加する資
本金・資本準
備金

：－百万円

(4)財産の引継：東映興業不動産㈱
の平成18年11月27
日現在の貸借対照
表を基礎とした、
一切の資産、負債
及び権利義務

 

（固定資産の譲渡）

 当社は、平成19年11月６日付で次

のとおり固定資産の譲渡契約を締結

いたしました。

譲渡資産 伊勢佐木町東映劇場
横浜市中区伊勢佐木町
三丁目107番２
土地 777.54㎡
建物 鉄骨鉄筋コンク
   リート造地上４
   階建
   延 1,950.13㎡

譲渡先 ㈱ BANDO JAPAN

譲渡価額 1,588百万円

譲渡益 1,094百万円(概算)

引渡期日 平成19年12月26日

譲渡理由 建築後34年以上経過し
建物の老朽化が進み、
周辺環境も変化して営
業成績の改善が見込め
ないため、平成18年８
月より閉鎖しておりま
したが、資産の効率化
をはかり譲渡すること
にいたしました。

（株式交換による完全子会社化）

 当社及び当社の連結子会社である

東映ラボ・テック㈱は、平成19年４

月１日を効力発生日とする株式交換

を行い、当社の完全子会社となりま

した。 

 なお、この株式交換における会計

処理により、「のれん」が1,932百

万円発生しております。この「のれ

ん」は、５年間で均等償却いたしま

す。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

(5)東映興業不動産㈱の概要
（平成18年９月30日現在）

 ①事業内容 ：不動産賃貸業
 ②資本金(注)：30百万円
 ③総資産 ：37,408百万円
 ④直近の業績（平成18年３月期）
  売上高 ：466百万円
  当期純損失：340百万円
 ⑤決算期 ：３月31日
 ⑥従業員数 ：４人

(6)合併後の状況
 ①商号 ：東映株式会社
 ②事業内容 ：映画等映像製作・

配給・輸出入、映
画劇場経営、イベ
ントの提供、不動
産賃貸業、ホテル
経営

(注) 平成18年11月14日において、
㈱東映京都スタジオに対し第三者割
当の方法により、同社普通株式220
株を１株19百万円で発行しておりま
す。

 

（自己株式の処分）

 当社は、中長期的にビジネスチャ

ンスを拡大し、企業としての持続的

な発展を遂げるための資金調達を行

うにあたり、企業価値・株主価値の

向上の観点から第三者割当による自

己株式の処分を行うことを平成18年

11月29日開催の当社取締役会におい

て、決議いたしました。

1. 第三者割当の内容

(1)株式の種類：当社普通株式
(2)株式の総数：19,706千株
(3)処分価額 ：１株 655円
(4)処分価額の
総額

：12,907百万円

(5)処分価額の
決定方法

：取締役会決議の直
前営業日（平成18
年11月28日）の東
京証券取引所にお
ける当社普通株式
の終値676円を基準
として655円（ディ
スカウント率3％と
し１円未満は切り
捨て）

(6)日程 ：取締役会決議公告
平成18年11月30日 
払込期日 
平成18年12月15日

――――――― 

 

――――――― 



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

（株式交換による完全子会社化）

 当社と東映ラボ・テック㈱は、映

像ビジネス企業として、事業環境の

変化への迅速な対応及び経営の効率

化を図り、グループ企業価値の向上

を遂げるため、株式交換による東映

ラボ・テック㈱の完全子会社(100％

子会社)化を行うことを平成18年12

月13日開催のそれぞれの取締役会に

おいて決議し、株式交換契約を締結

いたしました。 

 なお、当社においては、会社法第

796条第３項に基づき、株主総会の

承認を必要としない簡易株式交換の

手続きにより行います。

1. 株式交換契約の内容

(1)株式交換の
効力発生日

：平成19年４月１日

(2)株式交換の
方法

：当社を除く東映ラ
ボ・テック㈱の株
主に対し、当社が
発行する新株式又
は当社保有の自己
株式との株式交換

(2)株式交換比
率(注)

：東映ラボ・テック
普通株式１株に対
し、当社普通株式
0.85株を割当交付

(注)当社保有の東映ラボ・テック㈱

の普通株式3,410千株については、

割当交付を行いません。

2. 東映ラボ・テック㈱の概要 

    （平成18年９月30日現在）

(1)事業内容 ：映画用フィルムの
現像事業、テレシ
ネ・編集製作等の
ビデオ事業、不動
産賃貸業

(2)本店所在地：東京都調布市国領
町八丁目９番地１

(3)代表者 ：取締役社長 
鈴木 利明

(4)資本金 ：500百万円
(5)資産合計 ：11,921百万円
(6)負債合計 ：6,243百万円
(7)純資産合計：5,678百万円
(8)直近の業績（平成18年３月期）
  売上高 ：3,653百万円
  当期純利益：108百万円

――――――― 

 

――――――― 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 5,981 15,234 12,043

 ２ 受取手形 ※１ 491 322 383

 ３ 売掛金 7,050 5,612 6,322

 ４ たな卸資産 8,408 9,437 9,694

 ５ 繰延税金資産 178 429 318

 ６ その他 3,564 884 1,237

 ７ 貸倒引当金 △6 △1 △6

   流動資産合計 25,668 18.9 31,919 20.7 29,992 20.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※２

  (1) 建物 ※３ 28,835 33,660 35,600

  (2) 土地 ※４ 46,872 46,585 48,978

  (3) その他 4,140 1,644 1,687

   有形固定資産合計 79,847 58.9 81,890 53.0 86,267 58.3

 ２ 無形固定資産 387 0.3 383 0.2 383 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※５ 20,251 33,985 26,905

  (2) 差入保証金 2,218 1,880 1,893

  (3) 繰延税金資産 374 1,946 129

  (4) その他 9,646 5,436 5,486

  (5) 貸倒引当金 △2,808 △2,980 △3,055

   投資その他の資産合計 29,683 21.9 40,267 26.1 31,360 21.2

   固定資産合計 109,918 81.1 122,541 79.3 118,011 79.7

  資産合計 135,587 100.0 154,461 100.0 148,003 100.0



 
  

 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※１ 1,497 1,537 1,064

 ２ 買掛金 10,621 9,749 9,112

 ３ 短期借入金 ※６ 4,685 4,250 8,530

 ４ 一年以内に返済する長期借入金 ※７ 18,176 15,164 24,801

 ５ 一年以内償還社債 ※８ 5,000 5,000 5,000

 ６ 未払金 6,393 5,582 4,808

 ７ 未払法人税等 313 3,780 1,712

 ８ 前受金 3,176 2,033 1,895

 ９ 賞与引当金 362 376 376

 10 その他 890 494 2,042

   流動負債合計 51,116 37.7 47,968 31.1 59,343 40.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※９ 7,500 11,000 5,000

 ２ 長期借入金 ※10 16,688 22,870 14,863

 ３ 再評価に係る繰延税金負債 11,982 11,480 11,927

 ４ 退職給付引当金 1,298 1,272 1,363

 ５ 役員退職慰労引当金 ― 727 688

 ６ 預り保証金 ※11 16,212 16,147 16,499

   固定負債合計 53,681 39.6 63,498 41.1 50,341 34.0

  負債合計 104,798 77.3 111,466 72.2 109,685 74.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 11,707 8.6 11,707 7.6 11,707 7.9

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 5,297 5,297 5,297

  (2) その他資本剰余金 ― 8,575 8,930

   資本剰余金合計 5,297 3.9 13,872 9.0 14,227 9.6

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 2,926 2,926 2,926

  (2) その他利益剰余金

    固定資産圧縮積立金 513 501 507

    繰越利益剰余金 4,602 6,930 6,438

   利益剰余金合計 8,042 5.9 10,358 6.7 9,872 6.7

 ４ 自己株式 △33 △0.0 △92 △0.1 △3,604 △2.4

   株主資本合計 25,013 18.4 35,846 23.2 32,202 21.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 2,193 1.6 1,422 0.9 2,614 1.8

 ２ 土地再評価差額金 3,582 2.6 5,726 3.7 3,501 2.3

   評価・換算差額等合計 5,775 4.3 7,148 4.6 6,115 4.1

  純資産合計 30,789 22.7 42,994 27.8 38,318 25.9

  負債純資産合計 135,587 100.0 154,461 100.0 148,003 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 34,180 100.0 28,449 100.0 64,528 100.0

Ⅱ 売上原価 ※５ 25,297 74.0 20,168 70.9 45,743 70.9

  売上総利益 8,883 26.0 8,281 29.1 18,784 29.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５ 6,758 19.8 6,188 21.8 13,329 20.7

  営業利益 2,124 6.2 2,092 7.3 5,454 8.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 471 1.4 609 2.1 681 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 456 1.3 587 2.0 919 1.4

  経常利益 2,139 6.3 2,115 7.4 5,216 8.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 335 1.0 5,970 21.0 1,539 2.4

Ⅶ 特別損失 ※４ 480 1.4 2,594 9.1 1,366 2.1

  税引前中間(当期) 
  純利益

1,994 5.8 5,491 19.3 5,390 8.4

  法人税、住民税及び 
  事業税

633 3,911 2,239

  法人税等調整額 328 962 2.8 △1,557 2,353 8.3 92 2,332 3.6

  中間(当期)純利益 1,032 3.0 3,137 11.0 3,058 4.8



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,707 5,297 5,297

中間会計期間中の変動額

  固定資産圧縮積立金の取崩

  剰余金の配当（注）

  土地再評価差額金取崩額

  中間純利益

 自己株式の取得

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─

平成18年９月30日残高(百万円) 11,707 5,297 5,297

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計固定資産圧縮

積立金
繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,926 532 3,834 7,293 △27 24,269

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 △18 18 ─ ─

 剰余金の配当（注） △369 △369 △369

 土地再評価差額金取崩額 86 86 86

 中間純利益 1,032 1,032 1,032

  自己株式の取得 △5 △5

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ △18 768 749 △5 743

平成18年９月30日残高(百万円) 2,926 513 4,602 8,042 △33 25,013

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,790 3,668 6,458 30,728

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 ─

 剰余金の配当（注） △369

 土地再評価差額金取崩額 86

 中間純利益 1,032

  自己株式の取得 △5

  株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額)

△596 △86 △682 △682

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△596 △86 △682 61

平成18年９月30日残高(百万円) 2,193 3,582 5,775 30,789



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,707 5,297 8,930 14,227

中間会計期間中の変動額

  固定資産圧縮積立金の取崩

  剰余金の配当

  土地再評価差額金取崩額

  中間純利益

 自己株式の処分 △42 △42

 自己株式の取得

 株式交換による変動額(純額) △313 △313

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △355 △355

平成19年９月30日残高(百万円) 11,707 5,297 8,575 13,872

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計固定資産圧縮

積立金
繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 2,926 507 6,438 9,872 △3,604 32,202

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 △6 6 ─ ─

 剰余金の配当 △426 △426 △426

 土地再評価差額金取崩額 △2,224 △2,224 △2,224

 中間純利益 3,137 3,137 3,137

 自己株式の処分 9,067 9,025

  自己株式の取得 △9,129 △9,129

 株式交換による変動額(純額) 3,574 3,261

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ △6 492 486 3,512 3,643

平成19年９月30日残高(百万円) 2,926 501 6,930 10,358 △92 35,846

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 2,614 3,501 6,115 38,318

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 ─

 剰余金の配当 △426

 土地再評価差額金取崩額 △2,224

 中間純利益 3,137

 自己株式の処分 9,025

  自己株式の取得 △9,129

 株式交換による変動額(純額) 3,261

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,192 2,224 1,032 1,032

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△1,192 2,224 1,032 4,676

平成19年９月30日残高(百万円) 1,422 5,726 7,148 42,994



次へ 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
（注）１ 固定資産圧縮積立金の取崩のうち12百万円については、平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

（注）２ 剰余金の配当のうち369百万円については、平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,707 5,297 ─ 5,297

事業年度中の変動額

  固定資産圧縮積立金の取崩（注）１

  剰余金の配当（注）２

  土地再評価差額金取崩額

  当期純利益

 自己株式の処分 6,757 6,757

 自己株式の取得

 合併による変動額(純額) 2,172 2,172

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ─ ─ 8,930 8,930

平成19年３月31日残高(百万円) 11,707 5,297 8,930 14,227

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計固定資産圧縮

積立金
繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,926 532 3,834 7,293 △27 24,269

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩（注）１ △24 24 ─ ─

  剰余金の配当（注）２ △645 △645 △645

 土地再評価差額金取崩額 166 166 166

  当期純利益 3,058 3,058 3,058

 自己株式の処分 13,886 20,643

  自己株式の取得 △14,410 △14,410

 合併による変動額(純額) △3,053 △880

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ─ △24 2,603 2,579 △3,577 7,932

平成19年３月31日残高(百万円) 2,926 507 6,438 9,872 △3,604 32,202

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,790 3,668 6,458 30,728

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩（注）１ ─

  剰余金の配当（注）２ △645

 土地再評価差額金取崩額 166

  当期純利益 3,058

 自己株式の処分 20,643

  自己株式の取得 △14,410

 合併による変動額(純額) △880

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△175 △166 △342 △342

事業年度中の変動額合計(百万円) △175 △166 △342 7,590

平成19年３月31日残高(百万円) 2,614 3,501 6,115 38,318



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

① 資産の評価基準及び評価方法

 イ たな卸資産

   製作品、16ミリ作品、

   仕掛品

    個別法による原価法

    ただし、製作品は、法人税

法の規定により中間期末前

６ヵ月以内封切の映画に係

る取得原価の15％を計上し

ております。

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

   製作品、16ミリ作品、

   仕掛品

同左

(1) 資産の評価基準及び評価方法

 ① たな卸資産

   製作品、16ミリ作品、

   仕掛品

    個別法による原価法

    ただし、製作品は、法人税

法の規定により期末前６ヵ

月以内封切の映画に係る取

得原価の15％を計上してお

ります。

   貯蔵品 

    移動平均法による原価法

   貯蔵品

同左

   貯蔵品

同左

 ロ 有価証券

  ａ子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法

 (2) 有価証券

   ① 子会社株式及び関連会社株

式

同左

 ② 有価証券

  イ 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ｂその他有価証券

   時価のあるもの

    中間決算日の市場価格等に

基づく時価法

    (評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

   ② その他有価証券

    時価のあるもの

同左

  ロ その他有価証券

    時価のあるもの

    期末日の市場価格等に基づ

く時価法

    (評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

② 固定資産の減価償却の方法

 イ 有形固定資産

   定率法

   ただし、大規模の賃貸資産及

び平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を

除く)については、定額法を

採用しております。

   なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。

    建物及び構築物

２～65年

    機械装置及び車両運搬具

３～15年

    工具器具備品

２～20年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

  ① 平成19年３月31日以前に取

得したもの 

旧定率法 

ただし、大規模の賃貸資産

及び平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、

旧定額法を採用しておりま

す。

  ② 平成１９年４月１日以降に

取得したもの 

定率法

   なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。

    建物及び構築物

２～65年

    機械装置及び車両運搬具

３～15年

    工具器具備品

２～20年

(2) 固定資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法

   ただし、大規模の賃貸資産及

び平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を

除く)については、定額法を

採用しております。

   なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。

    建物及び構築物

２～65年

    機械装置及び車両運搬具

３～15年

    工具器具備品

２～20年



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号))に伴い、平成19

年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、軽微であります。

(追加情報) 

なお、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によっており

ます。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、29百万円であります。

 ロ 無形固定資産 

   定額法

 (2) 無形固定資産 

              同左

 ② 無形固定資産 

              同左

③  繰延資産の処理方法

   

 社債発行費は、支出時に全額費 

  用として処理しております。

３  繰延資産の処理方法

 社債発行費 

 発生事業年度の期間費用として 

 計上しております。 

(3)  繰延資産の処理方法

  社債発行費 

       同左

④ 引当金の計上基準

 イ 貸倒引当金
   債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については、貸
倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については、
個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上してお
ります。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金
同左

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金
同左

 ロ 賞与引当金
   従業員に対して支給する賞与

に充てるため、将来の支給見
込額のうち当中間会計期間の
負担額を計上しております。

 (2) 賞与引当金
同左

② 賞与引当金
  従業員に対して支給する賞与

に充てるため、将来の支給見
込額のうち当期の負担額を計
上しております。



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ハ 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当中間期末に
おいて発生していると認めら
れる額を計上しております。

会計基準変更時差異(8,375百
万円)については、当社保有
株式による退職給付信託
(3,805百万円)を設定し、残
額を15年による均等額で費用
処理しております。

   過去勤務債務は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(12年)によ
る定額法により費用処理して
おります。

   数理計算上の差異は、各事業
年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(12年)による定額法
により按分した額をそれぞれ
発生の翌事業年度から費用処
理しております。

 (3) 退職給付引当金
同左

同左

同左

同左

③ 退職給付引当金
  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に
基づき計上しております。

同左

同左

同左

―――――  (4) 役員退職慰労引当金
   役員への退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく当
中間期末要支給額を計上して
おります。

   
(追加情報) 

従来、役員退職慰労金は、支出時の

費用として処理しておりましたが、

前事業年度の下半期から退職慰労金

内規に基づく期末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上する方法に

変更しております。 

なお、前中間会計期間は従来の方法

によっており、変更後の方法によっ

た場合と比べ、営業利益及び経常利

益は162百万円少なく、税引前中間純

利益は657百万円多く計上されており

ます。
   

④ 役員退職慰労引当金
  役員への退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく事
業年度末要支給額を計上して
おります。

⑤ 外貨建の資産及び負債の本邦通
貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、中間決
算日の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は、損益と
して処理しております。

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通
貨への換算基準

同左
 
 
 

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦
通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日
の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は、損益として
処理しております。



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

⑥ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の
ファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっ
ております。

６ リース取引の処理方法

同左

(6) リース取引の処理方法

同左

⑦ ヘッジ会計の方法

 イ ヘッジ会計の方法
   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしている
ので、特例処理を採用してお
ります。

   為替予約が付されている外貨
建金銭債務については、振当
処理を行っております。

７ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法
同左

同左

(7) ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法
同左

同左

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段
    金利スワップ
    為替予約

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

   ヘッジ対象
    借入金の利息
    外貨建金銭債務

 ハ ヘッジ方針
   金利スワップ
    借入金の金利変動リスクを

回避する目的で行ってお
り、ヘッジ対象の識別は個
別契約毎に行っておりま
す。

   為替予約
    外貨建債務の為替変動リス

  クを回避する目的で設定し 
  ております。

 (3) ヘッジ方針
同左

③ ヘッジ方針
同左

 ニ ヘッジ有効性評価の方法
   金利スワップ
   リスク管理方針に従って、以

下の条件を満たす契約を締結
しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法
同左

④ ヘッジ有効性評価の方法
同左

  Ⅰ 金利スワップの想定元本と
長期借入金の元本金額が一
致している。

  Ⅱ 金利スワップと長期借入金
の契約期間及び満期が一致
している。

  Ⅲ 長期借入金の変動金利のイ
ンデックスと金利スワップ
で受払いされる変動金利の
インデックスが一致してい
る。

  Ⅳ 長期借入金と金利スワップ
の金利改定条件が一致して
いる。

  Ⅴ 金利スワップの受払い条件
がスワップ期間を通して一
定である。



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

   従って、金利スワップの特例

処理の要件を満たしており、

その判定をもって有効性の判

定に代えております。

同左 同左

   (中間決算日における有効性

の評価を省略しておりま

す。)

(決算日における有効性の評

価を省略しております。)

   
   為替予約

   リスク管理方針に従って、為

替予約の締結時に、米貨建に

よる同一金額で同一期日の予

約をそれぞれ振当てているた

め、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保

されており、その判定をもっ

て有効性の判定に代えており

ます。

同左 同左

   (中間決算日における有効性

の評価を省略しておりま

す。)

(決算日における有効性の評

価を省略しております。)

⑧ その他

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっており、資産に係る控除

対象外消費税等は発生事業年度

の期間費用としております。

８ その他

同左

(8) その他

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、30,789百万円であ

ります。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸

表は、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

――――――― 貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等 

当事業年度から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、38,318百万円であ

ります。 

財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における財務諸表は、改正後

の財務諸表等規則により作成してお

ります。

――――――― ――――――― 役員退職慰労引当金 

従来、役員退職慰労引当金は、支出

時の費用として処理しておりました

が、当事業年度の下半期から役員退

職慰労金内規に基づく期末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更しております。 

この変更は、「役員賞与に関する会

計基準」の適用により役員賞与は費

用処理が原則となり役員に係る報酬

等について引当金計上を含めた費用

処理が必要と考えられること、そし

て、監査・保証実務委員会報告第42

号が公表されたことを契機として行

ったものであります。 

この変更により、当事業年度の発生

額66百万円は販売費及び一般管理費

へ、過年度相当額621百万円は特別損

失に計上しております。 

この結果、従来と同一の方法を採用

した場合と比べ、営業利益及び経常

利益は66百万円、税引前当期純利益

は688百万円減少しております。 

なお、当中間会計期間は従来の方法

によっており、変更後の方法によっ

た場合と比べ、営業利益及び経常利

益は162百万円少なく、税引前中間純

利益は657百万円多く計上されており

ます。



次へ 

  

 
  

  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――― ――――――― 企業結合に係る会計基準 

当事業年度から「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計基

準第７号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準委員会

終改正平成18年12月22日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用して

おります。 

当社は、連結子会社である東映興業

不動産㈱を平成18年11月28日に吸収

合併し、当事業年度から同会計基準

に基づき共通支配下の取引として会

計処理を行っております。

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間において流動負債の「短期借入金」に含

めておりました「一年以内に返済する長期借入金」は、

当中間会計期間において金額の重要性が増したため、区

分掲載することにいたしました。 

なお、前中間会計期間の流動負債の「短期借入金」に含

まれる「一年以内に返済する長期借入金」は、16,970百

万円であります。 

 

――――――――――――――――――――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

項目及び科目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

(百万円) (百万円) (百万円)

１ 期末日満期手形の会計
   処理     (※１)

中間会計期間末日満期手
形の会計処理について
は、手形決済期日をもっ
て決済処理しておりま
す。 
なお、当中間会計期間の
末日は金融機関の休日で
あったため、次の満期手
形が中間会計期間末日残
高に含まれております。

 受取手形       93 
 支払手形       21

中間会計期間末日満期手
形の会計処理について
は、手形決済期日をもっ
て決済処理しておりま
す。 
なお、当中間会計期間の
末日が金融機関の休日で
あったため、次の満期手
形が中間会計期間末日残
高に含まれております。

受取手形       15
      ―――――

手形決済期日をもって決
済処理しております。 
なお、当期末日が金融機
関の休日であったため、
次の期末日満期手形が期
末残高に含まれておりま
す。

 受取手形       31 
      ―――――

２  有形固定資産 (※２)
    減価償却累計額 29,296 32,371

 
32,233

３ 担保に供している
  資産及び担保付債務

イ 担保資産

     建物    (※３) 20,927 23,999 22,199

  土地    (※４) 25,941 18,482 16,192

  投資有価証券(※５) 5,272 5,157 5,114

 計        52,140 計       47,639 計         43,506

上記土地、建物につい
て、工場財団6,289百万
円を設定し社債の担保に
供しております。

――――― ―――――

ロ 担保付債務

  短期借入金 (※６) 2,585 1,100 4,460

  一年以内に返済する 
  長期借入金  (※７)

15,610 12,537 19,092

    一年以内償還社債 
                (※８)

5,000 5,000 5,000

    社債        (※９) 5,000 ― ―

    長期借入金  (※10) 14,812 19,654 15,057

    預り保証金  (※11) 1,532 1,435 1,483

 計             44,539 計      39,726 計      45,093

４ 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消
費税等は、相殺のうえ、
流動負債の「その他」に
含めて表示しておりま
す。

同左
 
 
 
 

―――――



前へ   次へ 

  

 
  

項目及び科目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

(百万円) (百万円) (百万円)

５ 偶発債務
下記会社の金融機関
等からの借入に対
し、債務保証を行っ
ております。

   東映興業不動産㈱ 3,578 ― ―

   ㈱東映京都スタジオ 600 200 500

   東映フーズ㈱ 621 694 455

   東映貿易㈱ 920 920 920

   三映印刷㈱ 300 250 300

   ㈱ティ・ジョイ 650 550 600

 計        6,670 計     2,615 計      2,775



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

項目及び科目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(百万円) (百万円) (百万円)

※１ 営業外収益の 
   主要項目

 受取利息 63 37 115

 受取配当金 396 534 547

※２ 営業外費用の 
   主要項目

 支払利息 313 372 653

 社債利息 37 66 104

 社債引受手数料 22 86 45

※３ 特別利益の主要項目

 固定資産売却益 260 5,895 260

 貸倒引当金戻入益 75 75 150

 抱合せ株式消滅差益 ─ ─ 1,129

なお、固定資産売却益の

内訳は以下のとおりとな

ります。

なお、固定資産売却益の

内訳は以下のとおりとな

ります。

なお、固定資産売却益の

内訳は以下のとおりとな

ります。

 和歌山東映ホテル    48

 南熱川東映ホテル    212

 羽村市住宅       2

 東映太秦映画村    595

 道頓堀東映劇場     5,298

 和歌山東映ホテル    48

 南熱川東映ホテル    212

※４ 特別損失の主要項目

 貸倒引当金繰入額 314 ― 457

 劇場撤退費用 118 ― 118

 減損損失 23 2,562 43

  投資有価証券 
  評価損

22 ― 62

 固定資産売却損 ─ 32 ─

  過年度役員退職慰 
 労引当金繰入額

─ ─ 621

※５ 減価償却実施額

 有形固定資産 790 868 1,668



 
  

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

減損損失の内容

当社は、以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失 
(百万円)

劇場

建物及び 
構築物 
土地 
その他有形 
固定資産他

長野県 
長野市

23

減損損失の算定にあたっては、他の

資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位

によって資産のグループ化を行いま

した。その結果、地価の下落に伴い

帳簿価額に対し著しく時価が下落し

ているもの及び市況の悪化・事業の

縮小等により収益力が低下している

ものについて帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失(23百万円)として特別損失に計上

しました。その内訳は、建物及び構

築物16百万円、土地4百万円、その他

有形固定資産他2百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しておりま

す。また、使用価値は将来キャッシ

ュ・フローを1.9％で割り引いて算定

しております。

 

減損損失の内容

当社は、以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失 
(百万円)

賃貸 
資産

建物及び
構築物 
土地

東京都

港区他
2,562

減損損失の算定にあたっては、他の

資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位

によって資産のグループ化を行いま

した。その結果、賃貸資産のうち、

売却の意思決定を行った物件につい

て回収可能価額が帳簿価額を下回る

ものについて帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しました。

その内訳は、建物及び構築物1,421百

万円、土地1,140百万円であります。

なお、賃貸資産の回収可能価額は中

間期末現在の売却予定価額としてお

ります。

 

減損損失の内容

当社は、以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失 
(百万円)

劇場

建物及び
構築物 
土地 
その他有形 
固定資産他

長野県 
長野市

23

賃貸 
資産

建物及び
構築物 
土地 
その他有形 
固定資産他

東京都 

港区他
19

減損損失の算定にあたっては、他の

資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位

によって資産のグループ化を行いま

した。その結果、地価の下落に伴い

帳簿価額に対し著しく時価が下落し

ているもの及び市況の悪化・事業の

縮小等により収益力が低下している

ものについて帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失(43百万円)として特別損失に計上

しました。その内訳は、建物及び構

築物35百万円、土地5百万円、その他

有形固定資産他2百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しておりま

す。また、使用価値は将来キャッシ

ュ・フローを1.9％で割り引いて算定

しております。



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加                         6,348 株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加                       19,856 株 

   株式交換反対株主からの買取りによる増加                   814,000 株 

   子会社からの買取りによる増加                        13,970,000 株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買増し請求による減少                     2,014 株 

   株式交換による減少                       5,601,267 株 

   売却による減少                         14,700,000 株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加                        10,598 株 

   子会社からの買取りによる増加                      21,211,250 株 

   東映興業不動産㈱との合併による増加            32,975,046 株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   東映興業不動産㈱との合併時、子会社への割当による減少   16,080,000 株 

   売却による減少                         32,536,000 株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 67,674 6,348 ― 74,022

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 5,648,568 14,803,856 20,303,281 149,143

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 67,674 54,196,894 48,616,000 5,648,568



(リース取引関係) 
  

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額 
  

 
  

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額 
  

 
  

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 
  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末残高 
相当額 
(百万円)

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間
期末残高
相当額 
(百万円)

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

工具器具備品 206 118 87 158 74 84 182 116 66

ソフトウェア 
(無形固定資産)

111 44 66 157 61 96 153 52 101

合計 317 163 154 316 136 180 336 168 168

(注) なお、取得価額相当額
は、未経過リース料中
間期末残高の有形固定
資産中間期末残高等に
占める割合が低いた
め、「支払 利子 込み
法」により算定してお
ります。

同左 (注) なお、取得価額相当額
は、未経過リース料期
末残高の有形固定資産
期末残高等に占める割
合が低いため、「支払
利子込み法」により算
定しております。

前中間会計期間 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間
(平成19年９月30日)

前事業年度 
(平成19年３月31日)

(百万円) (百万円) (百万円)

１年以内 57 57 56

１年超 97 122 112

合計 154 180 168

(注) なお、未経過リース料
中間期末残高相当額
は、未経過リース料中
間期末残高の有形固定
資産中間期末残高等に
占める割合が低いた
め、「支払利子込み
法」により算定してお
ります。

同左 (注) なお、未経過リース料
期末残高相当額は、未
経過リース料期末残高
の有形固定資産期末残
高等に占める割合が低
いため、「支払利子込
み法」により算定して
おります。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(百万円) (百万円) (百万円)

支払リース料 33 32 66

減価償却費相当額 33 32 66

減価償却費相当額の算定方法
は、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額
法によっております。

同左 同左



(有価証券関係) 
  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

 
  

 
  

(企業結合等関係) 
  

前中間会計期間（自  平成18年４月１日  至  平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自  平成19年４月１日  至  平成19年９月30日） 

当社は、平成19年４月１日に東映ラボ・テック㈱との株式交換を実施いたしました。詳細は、１ 中間連

結財務諸表等、(1) 中間連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

  

前会計期間（自  平成18年４月１日  至  平成19年４月30日） 

 １ 結合当事企業の名称及びその事業の内容  

結合企業     東映㈱（当社）        映像関連事業  

被結合企業    東映興業不動産㈱      不動産賃貸業  

 ２ 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社を存続会社とする吸収合併であり、結合後企業の名称は東映㈱であります。なお、合併による新

株式の発行及び資本金の増加はありません。 

 ３ 取引の目的を含む取引の概要 

当社グループ機能の再編を推進し、経営資源の集中と経営の効率を目的とし、不動産部門の効率化の

ために当社の連結子会社である東映興業不動産㈱を吸収合併いたしました。 

 ４ 実施した会計処理の概要 

当社が東映興業不動産㈱より受入れた資産及び負債は、合併期日前日に付された適正な帳簿価額によ

り計上しました。また、当社の財務諸表上、当該子会社株式の帳簿価額と増加株主資本の差額を、抱

合せ株式消滅差益として特別利益に計上しました。 

種類
前中間会計期間(平成18年９月30日)

中間貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

子会社株式 4,089 12,596 8,506

関連会社株式 4,721 40,622 35,900

種類
当中間会計期間(平成19年９月30日)

中間貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

子会社株式 3,890 13,664 9,773

関連会社株式 4,721 29,940 25,219

種類
前事業年度(平成19年３月31日)

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

子会社株式 4,263 16,700 12,436

関連会社株式 4,721 38,356 33,635



(１株当たり情報) 

  

 
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 208円58銭 291円41銭 269円77銭

１株当たり 
中間(当期)純利益

6円99銭 21円67銭 21円11銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりませ

ん。

同左  潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりませ

ん。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

  純資産の部の合計額 30,789百万円 42,994百万円 38,318百万円

  純資産の部の 
  合計額から 
  控除する金額

― ― ―

  普通株式に係る 
  中間期末(期末)の 
 純資産額

30,789百万円 42,994百万円 38,318百万円

  １株当たり純資産額の 
  算定に用いられた 
  中間期末(期末)の 
 普通株式数

147,615,074株 147,539,953株 142,040,528株

２ １株当たり中間 
  (当期)純利益

 中間(当期)純利益 1,032百万円 3,137百万円 3,058百万円

 普通株主に 
 帰属しない金額

― ― ―

 普通株式に係る 
 中間(当期)純利益

1,032百万円 3,137百万円 3,058百万円

 普通株式の 
 期中平均株式数

147,618,248株 144,790,241株 144,830,975株

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（自己株式の取得及び子会社の吸収

合併）

（自己株式の処分）

（株式交換による完全子会社化）

 上記に関しましては、１ 中間連

結財務諸表等、(1) 中間連結財務諸

表、（重要な後発事象）に記載して

おります。

（固定資産の譲渡）

 上記に関しましては、１ 中間連

結財務諸表等、(1) 中間連結財務諸

表、（重要な後発事象）に記載して

おります。

――――――――



前へ 

  

(2) 【その他】 

平成19年11月27日開催の取締役会において、第85期中間配当を下記のとおり実施する旨決議いたしま

した。 

 
  

１ 中間配当金の総額 442,619,859円

２ １株当たりの額 3円

３ 支払請求権の効力発生日 
  ならびに支払開始日

平成19年12月12日
 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

(1) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第４号（主要株主の異動）の規
定に基づくもの

平成19年６月４日 
関東財務局長に提出。

(2)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第84期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月29日 
関東財務局長に提出。

(3)
自己株券買付状況報
告書

報告期間 自 平成19年９月１日
至 平成19年９月30日

平成19年10月５日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

 
  

平成18年12月25日

東映株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

 

 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている東映株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計

期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、東映株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  

追記情報  

１．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１８年１０月２４日開催の取締役会決議に基づき、自

己株式を取得し、平成１８年１１月２８日をもって子会社である東映興業不動産株式会社を吸収合併し

た。  

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１８年１１月２９日開催の取締役会において、自己株

式を処分することを決議し、平成１８年１２月１５日に払込を受けている。  

３．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１８年１２月１３日開催の取締役会において、子会社

である東映ラボ・テック株式会社を株式交換により完全子会社とすることを決議し、同日付で株式交換

契約を締結している。  

４．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準が適用されることになるため、この会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士  湯  本  堅  司  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  唐  澤     洋  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  成  田  礼  子  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 

 
  

平成19年12月21日

東映株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東映株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、東映株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

  

 

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士  湯  本  堅  司  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  唐  澤     洋  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  成  田  礼  子  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 

 
  

平成18年12月25日

東映株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

 

 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている東映株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第８４期事業年度の中間会計

期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、東映株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

  
追記情報  

１．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１８年１０月２４日開催の取締役会決議に基づき、自

己株式を取得し、平成１８年１１月２８日をもって子会社である東映興業不動産株式会社を吸収合併し

た。  

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１８年１１月２９日開催の取締役会において、自己株

式を処分することを決議し、平成１８年１２月１５日に払込を受けている。  

３．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１８年１２月１３日開催の取締役会において、子会社

である東映ラボ・テック株式会社を株式交換により完全子会社とすることを決議し、同日付で株式交換

契約を締結している。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士  湯  本  堅  司  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  唐  澤     洋  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  成  田  礼  子  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 

 
  

平成19年12月21日

東映株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東映株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第８５期事業年度の中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、東映株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  
  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士  湯  本  堅  司  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  唐  澤     洋  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  成  田  礼  子  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/76
	pageform2: 2/76
	form1: EDINET提出書類  2007/12/27 提出
	form2: 東映株式会社(861005)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/76
	pageform4: 4/76
	pageform5: 5/76
	pageform6: 6/76
	pageform7: 7/76
	pageform8: 8/76
	pageform9: 9/76
	pageform10: 10/76
	pageform11: 11/76
	pageform12: 12/76
	pageform13: 13/76
	pageform14: 14/76
	pageform15: 15/76
	pageform16: 16/76
	pageform17: 17/76
	pageform18: 18/76
	pageform19: 19/76
	pageform20: 20/76
	pageform21: 21/76
	pageform22: 22/76
	pageform23: 23/76
	pageform24: 24/76
	pageform25: 25/76
	pageform26: 26/76
	pageform27: 27/76
	pageform28: 28/76
	pageform29: 29/76
	pageform30: 30/76
	pageform31: 31/76
	pageform32: 32/76
	pageform33: 33/76
	pageform34: 34/76
	pageform35: 35/76
	pageform36: 36/76
	pageform37: 37/76
	pageform38: 38/76
	pageform39: 39/76
	pageform40: 40/76
	pageform41: 41/76
	pageform42: 42/76
	pageform43: 43/76
	pageform44: 44/76
	pageform45: 45/76
	pageform46: 46/76
	pageform47: 47/76
	pageform48: 48/76
	pageform49: 49/76
	pageform50: 50/76
	pageform51: 51/76
	pageform52: 52/76
	pageform53: 53/76
	pageform54: 54/76
	pageform55: 55/76
	pageform56: 56/76
	pageform57: 57/76
	pageform58: 58/76
	pageform59: 59/76
	pageform60: 60/76
	pageform61: 61/76
	pageform62: 62/76
	pageform63: 63/76
	pageform64: 64/76
	pageform65: 65/76
	pageform66: 66/76
	pageform67: 67/76
	pageform68: 68/76
	pageform69: 69/76
	pageform70: 70/76
	pageform71: 71/76
	pageform72: 72/76
	pageform73: 73/76
	pageform74: 74/76
	pageform75: 75/76
	pageform76: 76/76


